
は
じ
め
に

近
世
の
大
名
家
文
書
は
、
文
書
が
帰
属
し
た
人
物
や
部
局
に
重
き
を
置
く
と
「
藩

侯
の
文
書
」（「
家
伝
の
文
書
」）
と
「
藩
庁
の
文
書
」
に
大
別
さ
れ
る
と
笠
谷
和
比

古
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
久
し
（
（
（
い
。
い
ま
一
度
、
氏
の
提
起
を
確
認
し
た
い
。

「
藩
侯
の
文
書
」（「
家
伝
の
文
書
」）
は
、「
御
手
許
文
書
」
を
中
核
と
し
つ
つ
、

こ
れ
に
中
世
以
来
伝
来
し
て
き
た
古
文
書
・
諸
史
料
、
藩
主
の
側
近
役
・
侍
臣
が
藩

主
に
代
わ
っ
て
作
成
し
た
諸
文
書
、
藩
庁
各
部
局
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
藩
主
の
下

に
進
達
・
進
覧
さ
れ
た
藩
政
諸
文
書
、
藩
主
の
家
族
に
関
わ
る
諸
文
書
、
奥
方
諸
役

人
の
下
で
作
成
・
伝
存
さ
れ
た
諸
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
期
の
家

政
関
係
史
料
、
家
史
編
纂
に
伴
う
編
纂
史
料
お
よ
び
各
地
か
ら
の
収
集
史
料
な
ど
が

付
加
さ
れ
て
い
っ
た
。

「
藩
庁
の
文
書
」
は
廃
藩
置
県
に
際
し
て
行
政
上
の
参
考
資
料
と
し
て
新
設
の
県

庁
へ
移
管
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
明
治
期
以
降
の
旧
大
名
家
に
お
け
る

家
史
編
纂
の
過
程
で
「
藩
庁
の
文
書
」
か
ら
史
料
を
取
り
寄
せ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
り
、
結
果
と
し
て
「
藩
庁
の
文
書
」
が
「
藩
侯
の
文
書
」
に
部
分
的
に
再
編
さ
れ

る
場
合
も
み
ら
れ
た
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
研
究
史
を
み
る
と
、「
藩
庁
の
文
書
」
に
関
す
る
管
理
実
態

と
展
開
過
程
、
お
よ
び
現
代
ま
で
の
伝
来
過
程
の
研
究
に
お
い
て
豊
か
な
蓄
積
が
得

ら
れ
て
い
（
（
（

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
藩
庁
の
各
部
局
の
機
能
と
関
連
し
た
文
書
・
記
録

の
使
用
・
管
理
の
体
制
が
解
明
さ
れ
、
研
究
水
準
が
向
上
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

一
方
、「
藩
侯
の
文
書
」
は
、
大
名
家
当
主
や
一
族
の
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
作

成
、
授
受
し
た
文
書
で
構
成
さ
れ
、
本
来
そ
の
多
く
が
個
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に

紐
づ
く
史
料
と
し
て
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
個
人
の
「
御
手

許
文
書
」
と
し
て
の
現
用
期
間
を
終
え
た
後
、
な
ん
ら
か
の
選
別
の
過
程
を
経
て
、

非
現
用
文
書
と
し
て
「
藩
侯
の
文
書
」
あ
る
い
は
「
藩
庁
の
文
書
」
の
な
か
に
組
み

込
ま
れ
、
保
存
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
（
（
（
た
。
し
か
し
、
選
別
の
主
体
が
本
来
の
持
ち
主

で
な
い
限
り
、
現
用
時
に
孕
ん
だ
文
書
の
機
能
・
性
格
・
秩
序
が
十
分
に
反
映
さ
れ

な
い
形
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
も
ま
ま
見
ら
（
（
（
れ
、
総
じ
て
史
料
論
と
し
て
の
研
究
は
決

し
て
多
く
な
い
状
況
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
が
、「
御
手
許
文
書
」
を
保
持
し
た
個
人
の
携
え

て
い
た
文
書
・
記
録
・
書
籍
の
存
在
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
他
家
か
ら
縁
組
・
縁
談

を
経
て
引
き
移
っ
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
場
合
、
彼
ら
が
実
家
等
よ
り
携
え
て
き
た

文
書
・
記
録
・
書
籍
も
ま
た
人
に
付
い
て
移
動
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
個
人
付
き
の
文
書
・
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
史
料
群
の
管

理
台
帳
が
当
時
作
成
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
史
料
群
自
体
の
伝
来
状
態
が
よ
ほ
ど

研
究
報
告近

世
大
名
の
養
嗣
子
付
史
料
群
の
形
成
過
程

―
―
忍
藩
世
嗣
松
平
忠
矩
（
池
田
茂
政
）
を
事
例
と
し
て
―
―

澤

村

怜

薫
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良
好
で
な
け
れ
ば
本
来
把
握
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
大
名
家
文
書
に

包
含
さ
れ
た
諸
史
料
か
ら
個
々
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
た

と
え
断
片
的
で
あ
れ
ど
も
個
人
付
き
史
料
群
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
て

き
た
も
の
な
の
か
検
証
す
る
こ
と
も
重
要
な
研
究
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
御
手
許
文
書
」
に
類
別
さ
れ
る
大
名
の
養
嗣
子
付
史
料
群

の
形
成
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
前
述
の
課
題
に
応
え
た
い
。
検
討
対
象
は
、
岡

山
大
学
図
書
館
の
池
田
家
文
庫
に
含
ま
れ
る
武
蔵
国
忍お
し

藩
主
松
平
忠た
だ

国く
に

の
養
嗣
子
で

あ
っ
た
松
平
忠た
だ

矩の
り

の
「
御
手
許
文
書
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
松
平
忠
矩
付

史
料
群
」
と
捉
え
て
、
以
下
行
論
し
て
い
（
（
（

く
。

池
田
家
文
庫
の
文
書
群
構
造
お
よ
び
そ
の
伝
来
過
程
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、

Ｊ
・
Ｗ
・
ホ
ー
ル
氏
を
鏑
矢
と
し
て
、
中
野
美
智
子
氏
、
泉
正
人
氏
、
別
府
信
吾
氏

ら
の
成
果
が
あ
（
（
（
る
。
ま
た
、
近
年
は
浅
利
尚
民
氏
に
よ
る
近
代
の
池
田
家
旧
蔵
宝
物

群
の
伝
来
過
程
を
跡
付
け
る
研
究
成
果
が
得
ら
れ
て
い
（
（
（
る
。
本
稿
で
取
り
扱
う
近
世

の
個
人
付
史
料
群
の
形
成
過
程
と
浅
利
氏
が
見
通
し
て
い
る
近
代
の
史
資
料
群
の
伝

来
過
程
は
相
互
に
補
完
し
合
う
研
究
視
角
と
捉
え
て
い
る
。

一
　
松
平
忠
矩
と
「
御
書
籍
御
調
度
記
」

（
一
）
忠
矩
の
養
嗣
子
経
緯

ま
ず
、
忠
矩
を
養
嗣
子
と
し
て
迎
え
る
忍
藩
松
平
下
総
守
家
の
概
要
を
述
べ
て
お

く
。
忍
藩
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
に
あ
る
忍
城
を
居
城
と
し
た
藩
で
あ
る
。
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
に
伊
勢
国
桑
名
か
ら
武
蔵
国
忍
へ
移
封
し
て
き
た
松
平
下
総
守
家

は
、
初
代
松
平
忠た
だ

明あ
き
らの
治
世
で
は
十
七
万
石
、
二
代
忠
弘
の
治
世
で
は
十
五
万
石
を

領
知
し
た
。
し
か
し
忠
弘
の
嗣
子
を
め
ぐ
っ
て
御
家
騒
動
（
白
河
騒
動
）
を
引
き
起

こ
し
た
た
め
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
十
五
万
石
か
ら
十
万
石
へ
の
減
封
処
分

を
幕
府
か
ら
受
け
た
経
験
を
も
つ
家
門
大
名
で
あ
（
（
（
る
。

松
平
忠
矩
は
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
十
月
十
一
日
、
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
の

九
男
と
し
て
水
戸
藩
上
屋
敷
の
江
戸
小
石
川
邸
で
生
ま
れ
、
九
郎
麿
と
称
し
た
。
嘉

永
元
年
（
一
八
四
九
）
八
月
二
日
に
忍
藩
主
松
平
忠
国
の
婿
養
子
と
な
り
、
同
三
年

六
月
二
十
三
日
に
忍
藩
上
屋
敷
の
江
戸
馬
場
先
邸
へ
引
き
移
っ
た
。
同
年
九
月
一
日

に
お
目
見
え
を
果
た
し
、
従
四
位
下
民
部
大
輔
に
叙
任
、
同
年
十
二
月
十
六
日
に
元

服
し
忠
矩
と
改
名
し
、
侍
従
に
任
官
し
た
。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
十
二
月
十
六

日
に
溜
詰
列
席
を
許
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
六
年
十
一
月
二
十
三
日
に
「
病
」
を
理
由
に
松
平
家
を
離
縁
と
な

り
、
溜
詰
席
も
御
免
と
な
っ
（
（
（
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
忠
矩
は
水
戸
藩
の
小
石
川
邸
へ

出
戻
り
、
名
を
ふ
た
た
び
九
郎
麿
に
改
め
た
。

文
久
二
年
（
一
八
六
三
）
二
月
六
日
に
岡
山
藩
主
池
田
慶よ
し

政ま
さ

の
婿
養
子
と
な
り
、

修の
ぶ

政ま
さ

と
称
し
た
。
同
月
八
日
に
池
田
家
の
家
督
を
相
続
し
、
池
田
茂も
ち

政ま
さ

と
改
め
た
。

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
二
月
二
十
四
日
に
従
四
位
上
、
左
近
衛
権
少
将
に
叙
任
さ

れ
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
十
五
日
に
隠
居
す
る
ま
で
の
五
年
間
岡
山
藩
主

の
座
に
あ
っ
た
。
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
十
二
月
十
二
日
に
死
去
し
、
儒
式

に
の
っ
と
り
和
意
谷
（
現
在
の
備
前
市
吉
永
町
）
の
池
田
家
墓
所
に
葬
ら
れ
た
。

（
二
）
池
田
茂
政
の
「
御
書
籍
御
調
度
記
」

①　

近
代
池
田
家
に
お
け
る
史
料
と
什
物
の
管
理

大
正
五
・
六
年
頃
に
成
立
し
た
「
参
考
書
」
に
よ
る
と
、
池
田
家
保
管
の
什
器
・

武
器
・
書
籍
・
記
録
等
の
物
品
は
近
世
に
お
い
て
は
諸
手
役
所
の
管
理
下
に
属
し

た
。
そ
の
後
、
明
治
二
年
十
月
に
岡
山
藩
の
成
立
と
と
も
に
藩
庁
と
「
内
家
」（
池

田
家
）
が
組
織
的
に
分
離
し
た
際
に
旧
藩
庁
の
物
品
は
文
書
類
と
と
も
に
す
べ
て
新

藩
庁
へ
移
管
さ
れ
、
同
時
に
家
政
に
属
す
る
も
の
は
池
田
家
に
移
さ
れ
た
と
い
（
（1
（
う
。

池
田
家
で
は
明
治
期
に
史
料
と
什
物
の
管
理
に
あ
た
り
「
調
度
記
」
と
い
う
台
帳

が
整
備
さ
れ
た
。「
調
度
記
」
は
明
治
十
四
年
頃
に
成
立
し
、
同
十
八
年
頃
ま
で
管

理
台
帳
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
池
田
家
に
お
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け
る
管
理
方
法
で
あ
っ
て
、
当
時
存
命
中
の
旧
藩
主
（
慶
政
・
茂
政
）
が
各
々
持
ち

出
し
て
い
た
家
財
は
各
邸
宅
で
管
理
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
当
時
、
池
田
家
と
旧
藩

主
邸
を
区
別
す
る
た
め
か
、
池
田
家
を
「
本
池
田
家
」
と
称
す
る
史
料
上
の
記
載
が

多
い
。
こ
う
し
た
旧
藩
主
の
家
財
は
死
後
に
は
じ
め
て
「
本
池
田
家
」
の
家
財
に
組

み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
（
（1
（

る
。

②　
「
御
書
籍
御
調
度
記
」
の
性
格

池
田
茂
政
（
松
平
忠
矩
）
の
史
料
と
什
物
の
台
帳
と
し
て
は
、「
御
書
籍
御
調
度

記
」
と
「
茂
政
命
御
道
具
帳
」
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
文
書
・
記
録
・
書

籍
類
が
登
載
さ
れ
る
「
御
書
籍
御
調
度
記
」
の
内
容
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
表
紙
の

記
載
に
よ
る
と
、
片
山
信
貞
と
長
谷
川
新
作
の
預
り
と
あ
る
。
ま
た
本
文
に
は
複
数

箇
所
に
「
七
月
八
日
御
手
許
へ
出
ス
」
と
い
っ
た
付
箋
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。「
御

手
許
」
は
所
有
者
で
あ
る
池
田
茂
政
と
捉
え
ら
れ
、
ゆ
え
に
茂
政
の
隠
居
か
ら
死
去

す
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
書
籍
目
録
と
考
え
ら
れ
る
。

本
文
の
記
載
方
法
を
み
る
と
、
目
録
所
載
の
書
籍
は
壱
番
か
ら
十
五
番
ま
で
の
十

五
群
に
分
け
て
登
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
黒
澤
翁お
き

満な
ま
ろの

著
作
『
葎

居
集
』『
葎
居
前
集
』『
葎
居
後
集
』
は
別
々
の
番
号
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く

と
も
書
籍
の
内
容
別
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

③　

忍
藩
関
連
書
籍
の
登
載

本
史
料
に
は
忍
藩
主
松
平
下
総
守
家
の
関
連
書
籍
も
登
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
五
番
と
六
番
に
複
数
の
忍
藩
関
連
書
籍
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
登
載

史
料
は
池
田
家
文
庫
に
同
定
で
き
る
史
料
が
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
後
掲

の
表
1
に
「
調
度
記
番
号
」
と
し
て
反
映
さ
せ
、
対
応
関
係
を
示
し
た
。
本
史
料

は
、
池
田
茂
政
付
史
料
群
の
近
代
以
降
に
お
け
る
伝
来
過
程
を
考
え
る
上
で
も
重
要

な
検
討
対
象
と
な
り
う
る
史
料
で
あ
（
（1
（
る
。

次
に
十
三
番
に
分
類
さ
れ
て
い
る
「
御
書
類
幷
名
書
」
に
は
松
平
下
総
守
家
の
歴

代
当
主
や
正
室
に
あ
た
る
、
松
平
忠た
だ

雅ま
さ

・
忠た
だ

啓ひ
ら

・
忠た
だ

彦さ
と

・
忠た
だ

翼す
け

・
忠た
だ

堯た
か

・
忠
堯
正
室

で
鳥
取
藩
主
池
田
斉な
り

稷と
し

娘
ら
の
書
計
一
二
点
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
箱
入
り
一

纏
の
「
御
書
類
幷
名
書
」
は
い
ず
れ
も
掛
幅
か
そ
れ
に
類
す
る
形
態
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、「
御
書
類
幷
名
書
」
の
書
に
該
当
す
る
史
料
は
、
現
段
階
で
そ
の
所
在

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、「
御
書
籍
御
調
度
記
」
は
池
田
茂
政
の
「
御
手
許
文
書
」
の
一

角
（
書
籍
）
の
管
理
台
帳
と
捉
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
後
掲
表
1
の
な
か
で
和
書

の
分
類
に
「
御
書
籍
御
調
度
記
」
掲
載
の
史
料
が
集
中
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

り
、
こ
の
史
料
群
が
和
書
の
分
類
の
一
角
を
形
成
し
た
と
み
ら
れ
る
。

二
　
松
平
忠
矩
付
史
料
群
の
復
元

前
節
で
掲
げ
た
「
御
書
籍
御
調
度
記
」
に
類
す
る
、
近
世
に
お
け
る
松
平
忠
矩
付

史
料
群
の
管
理
台
帳
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
池
田
家
文
庫
の

中
か
ら
忍
藩
主
松
平
下
総
守
家
に
直
接
か
か
わ
る
と
み
な
し
う
る
文
書
・
記
録
・
書

籍
類
計
五
五
点
を
表
1
と
し
て
函
架
番
号
・
書
架
番
号
順
に
抽
出
し
（
（1
（
た
。
こ
こ
で
は

松
平
忠
矩
付
史
料
群
の
形
成
過
程
の
道
筋
を
考
え
る
た
め
、
表
1
を
も
と
に
伝
来
す

る
史
料
の
全
容
を
把
握
・
確
認
し
、
内
容
と
書
誌
等
の
情
報
整
理
を
行
う
。

（
一
）
文
書
・
記
録
の
概
要

表
1
に
抽
出
し
た
文
書
・
記
録
を
ひ
と
ま
ず
主
題
別
に
分
類
す
る
と
、
左
記
の
四

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

①　

授
受
文
書

忍
藩
世
嗣
の
立
場
に
あ
っ
た
期
間
、
松
平
忠
矩
が
実
際
に
授
受
し
た
文
書
。
た
と

え
ば
、
官
位
任
官
・
官
職
叙
任
に
と
も
な
う
文
書
・
書
簡
（「
松
平
民
部
大
輔
様
御

叙
位
書
類
」）、
み
ず
か
ら
親
族
と
や
り
と
り
し
た
書
簡
等
が
該
当
す
る
。

②　

筆
写
記
録

松
平
忠
矩
の
意
思
で
藩
政
記
録
等
を
み
ず
か
ら
筆
写
し
た
も
の
。「
松
平
下
総
守
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忠
国
家
記
」「〔
忍
藩
漫
録
〕」「
水
戸
藩
漫
録
」「
忍
家
家
臣
住
口
書
付　

一
」「
往
復

御
書
留
」
等
が
該
当
す
る
。

③　

政
事
向
記
録

忍
藩
世
嗣
の
立
場
上
、
手
元
に
集
め
ら
れ
て
い
た
政
事
向
記
録
と
み
ら
れ
る
も

の
。
松
平
下
総
守
家
の
居
城
で
あ
る
武
蔵
国
埼
玉
郡
忍
城
関
連
の
絵
図
、
家
祖
松
平

忠
明
の
実
家
奥
平
家
の
伝
記
、
軍
法
規
則
、
備
立
図
、
家
臣
団
の
姓
名
・
番
組
編
制

の
記
録
等
が
該
当
す
る
。

④　

書
籍

忍
藩
主
松
平
下
総
守
家
家
臣
の
著
作
物
。
た
と
え
ば
、
儒
学
者
の
芳よ
し

川か
わ

波は

山ざ
ん

、
用

人
で
国
学
者
の
黒
澤
翁
満
（
後
に
詳
述
）、
勘
定
奉
行
の
岩
﨑
長な
が

容か
た

ら
が
そ
れ
ぞ
れ

編
纂
・
執
筆
・
校
訂
し
た
地
誌
や
漢
学
・
国
文
学
・
詩
歌
の
著
作
等
が
該
当
す
る
。

（
二
）
書
誌
情
報

次
に
着
目
し
た
い
点
は
、
文
書
・
記
録
の
書
誌
情
報
の
う
ち
形
態
、
蔵
書
印
、
下

小
口
に
貼
付
さ
れ
た
付
箋
で
あ
る
。
な
お
、
池
田
家
文
庫
が
岡
山
大
学
に
寄
贈
さ
れ

た
こ
と
を
表
す
朱
印
「
岡
山
大
学
図
書
」
の
蔵
書
印
が
ほ
ぼ
す
べ
て
の
史
料
に
押
印

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
本
蔵
書
印
に
つ
い
て

は
表
記
を
省
略
す
る
。

記
録
・
書
籍
類
の
形
態
の
多
く
は
竪
帳
で
、
書
題
箋
あ
る
い
は
刷
題
箋
が
表
紙
に

外
題
と
し
て
付
さ
れ
た
丁
寧
な
装
丁
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
中
の
挿
絵
や
彩
色
も
省

略
せ
ず
に
描
か
れ
、
特
に
№
25
～
36
あ
た
り
の
史
料
は
表
紙
や
料
紙
の
材
質
や
装
丁

も
含
め
て
類
似
し
た
体
裁
を
と
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
原
本
も
し

く
は
精
度
の
高
い
写
本
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
変
形
の
竪
帳
は
料
紙
を
横
に
裁
断
し
て
罫
線
を
木
版
刷
り
し
た
も
の
を
竪

帳
綴
じ
し
た
も
の
で
、
松
平
忠
矩
の
自
筆
と
み
ら
れ
る
「
松
平
下
総
守
忠
国
家
記
」

「〔
忍
藩
漫
録
〕」「
水
戸
藩
漫
録
」「
忍
家
家
臣
住
口
書
付　

一
」
が
該
当
す
る
。
筆

致
の
み
な
ら
ず
、
体
裁
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
意
思
で
筆
を
と
り
筆
写

し
た
記
録
群
と
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
書
簡
、
叙
位
書
類
な
ど
は
作
成
当
時
の
原
状
を
と
ど
め
て
い
る
も
の

と
み
ら
れ
る
。

蔵
書
印
は
朱
印
「
源
忠
矩
印
」
の
存
在
が
特
筆
さ
れ
る
。
印
文
に
「
源
忠
矩
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
し
く
忍
藩
世
嗣
時
代
の
書
物
へ
押
印
さ
れ
た
蔵
書
印
と
み
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
押
印
例
は
決
し
て
多
く
は
な
く
、
黒
澤
翁
満
の
編

著
に
集
中
的
に
確
認
さ
れ
る
。
押
印
時
期
も
、
忍
藩
世
嗣
時
代
当
時
と
断
言
す
る
に

は
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

ま
た
、「
本
池
田
家
蔵
書
」
の
朱
印
が
多
く
の
史
料
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本

池
田
家
の
蔵
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
印
章
で
あ
る
。
池
田
茂
政
（
松
平
忠
矩
）
は

明
治
二
年
十
月
に
藩
庁
と
池
田
家
（
本
池
田
家
）
が
分
離
す
る
頃
か
ら
別
邸
に
て
生

活
し
て
お
り
、
み
ず
か
ら
の
家
財
や
蔵
書
な
ど
は
別
に
管
理
し
て
い
た
。
し
か
し
、

前
述
の
と
お
り
茂
政
の
死
去
後
に
彼
の
家
財
は
本
池
田
家
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
以

後
に
「
本
池
田
家
蔵
書
」
の
押
印
が
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

記
録
・
書
籍
の
う
ち
下
小
口
に
付
箋
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
記

録
・
書
籍
が
書
棚
で
平
積
み
の
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
た
状
況
を
物
語
る
痕
跡
で
あ

朱印「源忠矩印」

朱印「本池田家蔵書」
（いずれもP8-12「言霊のしるへ」
部分）
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る
が
、
そ
れ
が
忍
藩
上
屋
敷
、
水
戸
藩
上
屋
敷
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
の
も
の
で
あ
る

か
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
付
箋
に
記
さ
れ
た
書
名
の
墨
書
の
筆
跡
は
、
忠
矩
の
自

筆
と
は
言
い
難
い
。
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
の
記
録
・
書
籍
が
特
定
の
時
期
に
同
様
の
保

管
方
法
で
あ
っ
た
痕
跡
を
み
る
に
と
ど
ま
る
。

三
　
松
平
忠
矩
に
よ
る
記
録
類
の
収
集
・
筆
写

嘉
永
元
年
に
忍
藩
主
忠
国
の
娘
婿
養
子
と
な
り
、
同
三
年
六
月
に
忍
藩
上
屋
敷
に

引
き
移
っ
た
松
平
忠
矩
は
当
時
数
え
年
で
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
み
て
き
た

松
平
忠
矩
付
史
料
群
の
形
成
に
あ
た
り
、
忍
藩
世
嗣
時
代
の
忠
矩
は
ど
れ
ほ
ど
主
体

的
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
彼
が
み
ず
か
ら
筆
写
し
た
記
録

の
う
ち
、「
松
平
下
総
守
忠
国
家
記
」
と
「〔
忍
藩
漫
録
〕」
を
中
心
と
し
て
記
録
類

の
収
集
・
筆
写
を
め
ぐ
る
動
機
や
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

（
一
）「
松
平
下
総
守
忠
国
家
記
」
と
「〔
忍
藩
漫
録
〕」

ま
ず
、「
松
平
下
総
守
忠
国
家
記
」（
以
下
「
忠
国
家
記
」
と
略
記
）
の
記
載
内
容

を
確
認
す
（
（1
（
る
。
本
文
冒
頭
に
は
「
忠
和
下
総
守
、
実
者
紀
伊
中
納
言
宗
将
卿
九
男
遊

心
院
従
四
品
前
総
州
大
守
無
礙
了
空
大
居
士
、
寛
政
五
癸
丑
年
十
一
月
廿
八
日
家
督

ニ
被　

仰
出
候
後
、
家
中
之
面
々
江
教
諭
被
致
候
書
付
幷
政
事
向
之
儀
ニ
付
直
書
、

又
ハ
家
老
共
ヨ
リ
家
中
之
面
々
申
聞
候
書
付
左
之
通
り
」
と
あ
る
。
す
わ
な
ち
、
和

歌
山
藩
主
徳
川
宗む
ね

将の
ぶ

の
九
男
と
し
て
生
ま
れ
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
十
一
月
に

松
平
下
総
守
家
を
相
続
し
た
忠た
だ

和と
も

が
家
中
に
触
れ
た
書
付
や
直
書
、
そ
し
て
家
老
か

ら
家
中
へ
触
れ
た
書
付
を
収
め
た
記
録
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
経
緯
が
示
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、「
忠
国
家
記
」
に
採
録
さ
れ
た
書
付
類
は
、
宝
永
三
年
正
月
二
十
二

日
（
忠
雅
の
治
世
）
か
ら
安
政
六
年
八
月
（
忠
国
の
治
世
）
に
か
け
て
の
計
九
〇
通

の
直
書
・
書
付
・
文
書
・
諸
記
録
等
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
忠
和
の
治
世
の
書
付
類

の
み
で
占
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
採
録
の
順
序
は
時
系
列
順
で
は
な
く
、
内
容

に
関
連
性
の
あ
る
書
付
・
直
書
が
規
則
性
を
も
っ
て
採
録
さ
れ
て
い
る
（
表
2
）。

直
書
と
書
付
に
お
け
る
当
主
の
内
訳
は
、
三
代
忠
雅
の
一
通
、
四
代
忠た
だ

刻と
き

の
一

通
、
七
代
忠
和
の
三
九
通
、
八
代
忠
翼
の
二
三
通
、
十
一
代
忠
国
の
七
通
と
な
る
。

こ
の
書
付
数
が
示
す
よ
う
に
「
忠
国
家
記
」
に
お
け
る
忠
和
の
存
在
は
大
き
く
、
前

掲
の
冒
頭
の
記
載
に
あ
る
よ
う
に
、
忠
和
の
治
世
に
発
給
さ
れ
た
直
書
や
書
付
を
中

心
に
編
纂
し
た
と
い
う
点
は
信
頼
し
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
、
五
代
忠
啓
・
六
代
忠た
だ

功か
つ

・
九
代
忠
堯
・
十
代
忠
彦
の
治
世
に
発
給
さ
れ
た
書
付
類
が
一
切
含
ま
れ
て
い
な

い
点
、
採
録
の
順
序
が
時
系
列
順
で
は
な
い
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
忠
雅
以
来
の
藩
主

の
治
世
に
発
給
し
た
書
付
類
を
、
一
定
の
基
準
で
選
別
し
て
、
事
項
別
に
採
録
し
た

記
録
だ
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

「
忠
国
家
記
」
の
構
成
は
№
1
か
ら
№
67
ま
で
に
直
書
・
書
付
が
集
中
し
て
お

り
、
№
68
以
降
は
、
忠
矩
が
忍
藩
上
屋
敷
に
引
き
移
っ
て
か
ら
の
文
書
・
記
録
類
と

な
っ
て
い
る
。
№
67
の
末
尾
に
は
、「
以
上
終
」
の
文
言
と
と
も
に
、「
印
之
覚
」
と

い
う
直
書
・
書
付
に
付
さ
れ
た
、
〇
・
△
・
□
等
の
印
が
ど
の
松
平
家
当
主
の
治
世

に
符
合
す
る
か
を
示
す
凡
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
凡
例
の
存
在
は
№
1
か
ら
№
67
ま

で
が
本
来
独
立
し
た
編
纂
記
録
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

次
に
「〔
忍
藩
漫
録
〕」
の
記
載
内
容
を
確
認
す
る
。
本
史
料
は
「
忠
国
家
記
」
と

異
な
り
直
接
の
成
立
経
緯
を
物
語
る
記
載
は
み
ら
れ
な
い
が
、
松
平
下
総
守
家
に
関

す
る
複
数
の
書
付
・
記
録
類
を
忠
矩
自
身
が
筆
写
し
て
い
る
点
で
同
系
統
の
記
録
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
忠
国
家
記
」
が
忠
矩
の
養
嗣
子
と
な
る
以
前
の
い
わ
ば
過
去
の
書
付
・
記
録
類

を
主
に
収
め
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「〔
忍
藩
漫
録
〕」
の
特
徴
は
、
忠
矩
が

当
事
者
の
立
場
と
し
て
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
関
与
し
た
事
柄
に
関
す
る
書

付
・
記
録
類
計
五
六
通
を
収
め
て
い
る
点
に
あ
る
（
表
3
）。
そ
れ
ゆ
え
、
書
付
・

記
録
類
の
成
立
時
期
も
嘉
永
～
安
政
期
に
集
中
す
る
。

「〔
忍
藩
漫
録
〕」
の
成
立
年
代
は
、「
忠
国
家
記
」
と
同
様
に
書
付
・
記
録
類
が
時
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系
列
順
に
か
か
わ
ら
ず
収
載
さ
れ
て
い
る
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
少
な
く
と
も
年
紀
が

判
明
す
る
下
限
の
安
政
四
年
十
二
月
晦
日
以
降
と
な
ろ
う
か
。
成
立
年
代
に
つ
い
て

は
記
載
内
容
を
検
討
し
て
か
ら
後
述
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
「〔
忍
藩
漫
録
〕」
と
「
忠
国
家
記
」
の
両
記
録
に
共
通
す
る
特
筆
す
べ

き
点
は
、
史
料
に
収
め
た
書
付
・
記
録
類
の
筆
写
理
由
を
忠
矩
自
身
が
見
出
し
や
注

記
と
し
て
明
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
べ
て
の
書
付
・
記
録
類
に
対
し
て
筆
写
理

由
の
記
載
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
記
載
が
あ
っ
て
も
多
く
が
短
文
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
忠
矩
付
史
料
群
の
形
成
過
程
を
考
え
る
う
え
で
看
過

し
が
た
い
特
徴
的
な
記
載
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
見
出
し
や
注
記
か
ら
忍
藩
世

嗣
時
代
の
忠
矩
に
よ
る
書
付
・
記
録
の
筆
写
を
め
ぐ
る
思
考
と
行
動
を
検
討
す
る
。

（
二
）
筆
写
対
象
の
閲
覧
・
入
手
の
経
路

忠
矩
に
よ
る
記
録
筆
写
の
検
討
に
移
る
前
に
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
し
て
筆
写
対
象

と
な
る
記
録
類
に
接
触
し
え
た
の
か
、
検
討
し
て
お
こ
う
。

忠
矩
自
ら
記
し
た
各
記
録
の
見
出
し
を
み
る
と
、
安
政
三
年
八
月
「
附
奥
平
謙
輔

ゟ
差
出
し
候
収
納
其
外
之
書
面
左
之
通
」（「
忠
国
家
記
」
№
68
）、
同
四
年
八
月

「
附
奥
平
謙
輔
ゟ
三
屋
敷
之
人
数
高
差
出
シ
候
書
付
左
之
通
」（「
忠
国
家
記
」
№

69
）
と
い
う
よ
う
に
奥
平
謙
輔
な
る
人
物
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。

奥
平
謙
輔
は
、
嘉
永
六
年
十
月
二
十
三
日
よ
り
若
殿
様
（
忠
矩
）
附
の
用
人
を
命

じ
ら
れ
た
松
平
家
家
臣
で
あ
る
。
当
時
知
行
は
二
二
〇
石
（
内
一
五
〇
石
足
高
）

で
、
御
勝
手
幷
奥
向
懸
り
と
稽
古
場
懸
り
合
を
兼
ね
て
い
（
（1
（

た
。
忠
矩
が
記
録
を
閲
覧

す
る
際
は
謙
輔
を
介
し
た
経
路
が
主
な
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
池
田
家
文
庫
に
含
ま
れ
る
松
平
下
総
守
家
の
関
連
史
料
の
な
か
に

は
、
次
の
よ
う
な
筆
写
文
言
も
み
ら
れ
る
。

此
御
旧
記
一
冊
者
先
祖
昌
宗
御
番
組
衆
之
名
面
茂
有
之
、
正
保
四
亥
年
ヲ
去
ル

事
凡
百
八
十
年
皆
文
体
古
雅
而
事
実
明
白
也
、
依
而
写
置
、
于
時
天
保
五
甲
午

八
月
吉
日　

奥
平
昌
方
識　

于
時
安
政
五
戊
午
十
月
吉
日　

松
平
忠
矩
（
（1
（
識

こ
の
文
言
は
「
忍
家
来
住
口
書
付　

一
」
に
記
さ
れ
た
一
節
で
あ
る
。
ま
た
、

「
播
州
姫
路
諸
士
勤
（
（1
（
書
」
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
奥
書
が
認
め
ら
れ
る
。
記
載
に
よ
る

と
、
本
記
録
に
は
奥
平
昌
方
の
先
祖
昌
宗
の
番
組
衆
の
名
面
が
記
さ
れ
て
お
り
、
一

八
〇
年
が
経
過
し
た
旧
記
は
、
文
体
が
古
雅
で
い
て
事
実
が
明
白
で
あ
る
こ
と
か
ら

筆
写
し
た
と
あ
る
。
松
平
忠
矩
は
こ
れ
を
さ
ら
に
筆
写
し
た
こ
と
に
な
る
。

両
記
録
を
筆
写
し
た
奥
平
昌
方
は
、
ほ
か
に
も
主
君
で
あ
る
松
平
下
総
守
家
と
そ

の
元
祖
忠
明
の
実
家
で
あ
る
奥
平
家
に
関
す
る
記
録
を
筆
写
し
て
い
る
。

此
書
ハ
岸
頼
中
子
ノ
秘
蔵
タ
リ
、
其
書
ノ
抜
ニ
此
書
全
部
九
冊
拝
借
シ
テ　
　

御
家
ノ
義
ヲ
抜
萃
ス
、
宝
暦
九
己
卯
年
ヨ
リ
同
十
庚
辰
年
正
月
迄
ニ
長
坂
丈
写

玉
フ
、
ト
ア
リ
、
今
天
保
三
壬
辰
年
九
月
岸
氏
ニ
乞
而
写
之
、

�

奥
平
昌
方　
　
　

此
当
代
記
ハ　
　

侯
家
編
年
録
引
書
目
録
ノ
内
ニ
、

　
　

一
、
当
代
記　
　

九
冊

　
　
　
　

信
昌
公
御
記
録
ト
承
伝
フ
、
補
注
ニ
モ
引

　
　
　
　
　

�

今
按
ス
ル
ニ
此
書
慶
長
二
十
年
甲
寅
正
月
十
九
日
ニ
止
マ
ル
、
此

年
三
月
十
四
日　
　

信
昌
公
ハ　
　

御
卒
去
也
、

ト
ア
リ
、
依
テ
今
家
蔵
而
已�

昌
方
（
（1
（
㊞　
　
　
　

こ
の
文
言
は
、
松
平
家
家
臣
の
奥
平
十
郎
左
衛
門
家
に
伝
来
し
た
「
当
代
記
」
の

奥
書
で
あ
る
。
筆
写
対
象
の
記
録
を
奥
平
昌
方
へ
貸
し
出
し
た
岸
氏
は
同
じ
く
松
平

家
家
臣
で
、
宝
暦
年
間
に
主
君
の
家
譜
「
侯
家
編
年
録
」
を
編
纂
し
た
岸
師も
ろ

賢か
た

の
子

孫
に
あ
た
（
（1
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昌
方
は
主
君
と
自
ら
の
先
祖
が
位
置
づ
く
記
録
に
重

要
性
を
見
出
し
、
天
保
年
間
に
諸
記
録
を
筆
写
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

留
意
す
べ
き
点
は
、
昌
方
に
よ
る
写
本
か
ら
筆
写
し
た
複
数
の
記
録
が
池
田
家
文

庫
に
伝
来
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
忠
矩
が
家
督
を
相
続
し
よ
う
と
す
る
松

平
下
総
守
家
の
出
自
と
由
緒
に
ま
つ
わ
る
記
録
類
で
あ
る
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
忍
藩
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上
屋
敷
あ
る
い
は
城
下
に
保
管
す
る
書
物
を
取
り
寄
せ
て
利
用
・
筆
写
す
る
の
が
自

然
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
「
忍
家
来
住
口
書
付　

一
」
と
「
播
州
姫
路
諸
士

勤
書
」
は
い
ず
れ
も
奥
平
昌
方
個
人
の
筆
写
本
を
さ
ら
に
書
き
写
し
た
も
の
で
あ

り
、
忠
矩
附
用
人
の
奥
平
謙
輔
に
よ
る
記
録
の
差
出
経
路
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
昌

方
は
謙
輔
の
実
父
あ
る
い
は
縁
者
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
主
君
の
出
自
や
由
緒
を
物

語
る
記
録
を
謙
輔
は
〝
世
嗣
と
し
て
目
を
通
し
て
お
く
べ
き
書
物
”
と
判
断
し
て
、

自
ら
の
蔵
書
を
も
差
し
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
筆
写
対
象
記
録
の
す
べ
て
が
公
的
な
経
路
で
到
来
し
た
も
の
と
は
限
ら
な

い
。
む
し
ろ
、
後
述
す
る
よ
う
に
忠
矩
は
謙
輔
以
外
の
松
平
家
家
臣
に
命
じ
て
密
か

に
忍
城
下
の
政
情
を
書
き
送
ら
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
忠
矩
は
複
数
の
経
路
を
通
じ

て
情
報
や
文
書
・
記
録
類
を
意
識
的
に
収
集
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
三
）
筆
写
理
由
の
検
討

①　

松
平
下
総
守
家
の
家
格
・
由
緒
・
儀
礼
・
先
例
の
把
握

天
保
七
年
十
二
月
、
江
戸
幕
府
が
忍
藩
主
松
平
忠
堯
に
対
し
て
、「
古
来
格
別
之   

御
筋
目
」
の
家
柄
で
あ
る
た
め
、
今
後
父
が
溜
詰
の
節
に
嫡
子
が
五
節
句
月
次
出
仕

を
遂
げ
た
な
ら
ば
引
き
続
き
溜
詰
格
を
命
じ
る
と
し
た
。
そ
れ
ら
の
仰
せ
付
け

（「
忠
国
家
記
」
№
80
）
を
筆
写
し
た
忠
矩
は
次
の
よ
う
に
注
記
し
て
い
る
。

古
来
格
別
之
御
筋
目
茂
有
之
候
と
ハ
先
祖
下
総
守
忠
明
実
ハ
奥
平
美
作
守
信
昌

之
第
四
男
ニ
有
之
候
、
美
作
守
内
室
元
来　
　

家
康
公
之
第
一
女
ニ
而
加
納
姫

君
ト
世
ニ
称
セ
シ
君
之
御
子
成
シ
か
ハ　
　

家
康
公
之
御
孫
ニ
相
当
ル
、
さ
れ

ど
御
養
子
ニ
被
成
松
平
之
御
称
号
下
し
給
ふ
故
、
古
来
格
別
之
御
筋
目
と
申
義

も
被　

仰
出
候
義
と
思
（
（2
（
ふ

末
尾
を
「
と
思
ふ
」
と
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
他
者
が
忠
矩
へ
伝
え
た
事
柄
で

は
な
く
、
願
書
の
な
か
で
忠
堯
の
論
拠
と
し
た
「
古
来
格
別
之
御
筋
目
」
が
何
を
さ

し
て
い
る
の
か
、
忠
矩
な
り
に
見
解
を
導
い
た
プ
ロ
セ
ス
が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
安
政
三
年
六
月
三
十
日
に
与
板
藩
主
井
伊
兵
部
少
輔
（
直
経
）
が
病
死
し

た
際
、
松
平
忠
国
が
自
ら
の
叔
父
に
あ
た
る
続
柄
だ
が
養
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
半
減

の
忌
服
を
届
け
出
た
書
付
に
対
す
る
注
記
と
し
て
、
忠
国
だ
け
で
は
な
く
忠
堯
や
忠

彦
の
叔
父
で
も
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
続
柄
と
と
も
に
記
し
て
い
る
（「〔
忍
藩
漫

録
〕」
№
16
）。
こ
の
ほ
か
、
松
平
家
の
儀
礼
に
関
す
る
先
例
等
が
「
忠
国
家
記
」
№

82
、
84
、「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№
8
、
17
、
19
、
38
、
40
で
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
、
嘉
永
六
年
十
月
、
松
平
忠
国
は
幕
府
に
対
し
て
昇
進
願
書
を
提
出
す
る

が
、
そ
の
背
後
で
は
、
世
嗣
忠
矩
の
実
父
で
あ
る
水
戸
の
徳
川
斉
昭
が
老
中
阿
部
正

弘
へ
同
件
に
関
す
る
「
声
掛
」
を
依
頼
す
る
願
書
を
書
き
送
っ
て
い
る
（「〔
忍
藩
漫

録
〕」
№
20
～
22
）。
忠
矩
は
両
願
書
を
と
も
に
筆
写
す
る
と
と
も
に
、「
前
文
昇
進

之
書
面
実
父
水
戸
中
納
言
斉
昭
卿
一
覧
し
給
ひ
防
禦
之
一
助
と
思
ひ
給
ひ
而
老
中
正

弘
伊
勢
守
阿
部
氏
江
御
書
状
興
津
能
登
守
遣
セ
し
処
其
年
ニ
昇
進
ニ
相
成
ル
」
と
述

べ
、
あ
た
か
も
斉
昭
が
水
戸
藩
家
老
の
興
津
能
登
守
（
克
（
（2
（
廣
）
を
介
し
て
阿
部
正
弘

へ
遣
わ
し
た
書
状
が
昇
進
の
決
定
打
と
な
っ
た
と
も
読
め
る
言
説
を
残
し
て
い
る
。

②　

家
政
・
財
政
・
家
臣
団
・
藩
領
の
把
握

世
嗣
と
し
て
忍
藩
上
屋
敷
へ
引
き
移
っ
た
忠
矩
は
、
家
中
へ
の
達
書
（「〔
忍
藩
漫

録
〕」
№
1
、
3
、
9
）（「
忠
国
家
記
」
№
89
、
90
）
や
財
政
状
況
（「〔
忍
藩
漫

録
〕」
№
2
、
4
）（「
忠
国
家
記
」
№
68
）
の
把
握
に
務
め
て
い
る
。

ま
た
、
数
量
と
し
て
目
立
つ
の
が
家
臣
団
の
姓
名
と
人
数
を
書
き
上
げ
た
記
録
の

筆
写
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
分
限
と
禄
高
ご
と
の
家
臣
姓
名
（「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№

35
）（「
忠
国
家
記
」
№
70
、
71
、
79
）、
特
定
の
役
職
や
武
芸
を
鍛
錬
す
る
家
臣
の

姓
名
（「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№
25
（
山
本
流
居
合
）、
34
（
使
番
））、
国
元
や
江
戸
（
三

屋
敷
）
の
各
家
臣
団
人
数
の
内
訳
と
姓
名
（「
忠
国
家
記
」
№
69
、
76
、
77
、
78
、

「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№
5
、
28
、
42
、
53
、
54
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
筆
写
理
由
は
、
上
屋
敷
の
焼
失
後
に
下
谷
三
味
線
堀
の
仮
小
屋
に
住
居

し
た
者
の
「
姓
名
を
為
知
也
」、
山
本
流
居
合
を
鍛
錬
す
る
者
の
「
姓
名
を
し
ら
ん
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が
た
め
ニ
記
置
」、
そ
し
て
分
限
・
役
順
等
の
場
合
は
「
大
凡
を
し
ら
ん
が
た
め
ニ

記
置
」
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

当
該
期
、
江
戸
湾
防
備
に
従
事
し
て
い
た
忍
藩
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
軍
役
・
海
防

（「
忠
国
家
記
」
№
72
～
75
、「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№
6
、
10
、
11
、
15
、
18
）
に
関
す

る
記
録
も
散
見
さ
れ
る
。
軍
役
人
数
と
役
料
・
手
当
に
関
す
る
記
録
の
場
合
は
、

「
年
番
持
ニ
て
年
々
性
名
者
相
変
候
得
と
も
人
数
高
者
相
変
シ
不
申
候
、
役
々
ニ
寄
り

手
当
金
員
数
不
同
ニ
付
相
不
記
」（「
忠
国
家
記
」
№
72
）
と
い
う
よ
う
に
、
人
数
を

把
握
す
る
点
に
重
き
を
置
い
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

件
数
は
少
な
い
が
、
藩
領
に
関
す
る
記
録
も
み
ら
れ
る
（「
忠
国
家
記
」
№
83
、

88
、「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№
13
、
37
）。
内
訳
は
、
国
元
城
下
町
の
火
災
の
被
害
状
況
、

藩
領
民
か
ら
老
中
首
座
の
堀
田
備
中
守
（
正
篤
、
後
の
正
睦
）
へ
の
駕
籠
訴
一
件
、

そ
し
て
江
戸
湾
防
備
の
配
置
替
え
に
と
も
な
う
領
知
替
え
記
録
に
と
ど
ま
る
。

③　

施
策
の
考
案

安
政
二
年
十
一
月
、
忠
矩
は
忍
城
下
の
武
家
地
の
な
か
で
内
行
田
と
上
荒
井
・
中

荒
井
・
下
荒
井
の
坪
数
取
調
を
筆
写
し
て
い
る
が
、
そ
の
注
記
に
は
「
前
文
三
荒
井

坪
数
取
調
致
さ
せ
候
趣
意
ハ
、
三
荒
井
者
城
下
之
中
央
故
便
利
之
場
所
ニ
有
之
候
得

者
、
学
校
・
演
武
所
な
ど
取
建
可
然
と
考
候
処
ゟ
取
調
致
さ
せ
候
事
」
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
地
は
城
下
の
中
央
で
便
利
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
校
や
演

武
所
を
建
設
す
る
用
地
と
し
て
適
当
と
考
え
て
、
忠
矩
が
取
り
調
べ
さ
せ
た
と
い

う
。
池
田
家
文
庫
に
含
ま
れ
る
「
武
州
忍
城
郭
之
（
（2
（
図
」
は
嘉
永
年
間
の
様
子
を
描
写

し
た
も
の
で
あ
り
、
忠
矩
の
用
地
検
討
の
際
に
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

忠
矩
に
よ
る
構
想
の
ゆ
く
え
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
文
久
年
間
と
慶
応
二
年

の
城
下
絵
図
に
は
新
た
に
錬
武
場
（
中
荒
井
）、
操
錬
場
（
下
忍
）、
武
器
役
所
（
二

ノ
丸
曲
輪
）、
馬
場
（
三
重
櫓
西
）
の
描
写
が
み
え
（
（2
（
る
。
忠
矩
が
離
縁
と
な
っ
た
後

で
は
あ
る
が
彼
の
施
策
案
は
結
果
的
に
松
平
家
に
お
い
て
具
現
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

次
に
、
同
年
十
二
月
晦
日
、
忠
矩
は
ア
メ
リ
カ
使
節
ハ
リ
ス
と
の
外
交
交
渉
下
に

あ
っ
た
折
に
「
愚
考
」
を
記
し
て
い
る
（「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№
52
）。
自
ら
の
意
見
を

記
し
た
草
稿
を
附
用
人
の
奥
平
謙
輔
に
見
せ
修
正
し
た
の
ち
、
年
寄
（
家
老
）
に
対

し
て
一
覧
し
、
文
面
や
誤
り
等
を
直
し
て
差
し
越
す
よ
う
命
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
忠
矩
の
施
策
考
案
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
動
向
を
物
語
る
史
料
を

掲
出
し
た
い
。
本
史
料
は
「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№
43
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
「
此
書
面

者
忠
矩
忍
表
之
義
を
深
ク
心
配
セ
し
故
、
医
者
清
水
玄
策
と
言
ふ
ニ
密
ニ
申
聞
を
り

〳
〵
書
通
致
さ
セ
し
一
書
也
」
と
忠
矩
に
よ
っ
て
見
出
し
が
記
さ
れ
て
い
る
。
清
水

玄げ
ん

策さ
く

は
、
当
時
忍
城
下
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
松
平
家
奥
医
師
の
清
水
治は
る

道み
ち

（
一
五
人
扶
持
）
で
あ
ろ
（
（2
（

う
。
本
文
末
尾
の
「
先
右
之
通
承
候
間
、
奉
達
御
聴
候
、

追
々
承
候
義
共
跡
ゟ
可
奉
申
上
候
時
々
相
認
候
間
、
前
後
仕
居
、
落
字
等
も
御
座
候

而
奉
恐
入
候
」「
兼
而
奉
申
上
置
候
通
、
謙
輔
初
少
も
御
咄
不
被
遊
候
様
奉
願
上
候
」

と
い
っ
た
記
載
か
ら
、
忠
矩
附
の
用
人
奥
平
謙
輔
に
も
口
に
す
る
こ
と
を
憚
る
ほ
ど

の
国
元
の
状
況
を
密
か
に
文
通
で
そ
の
都
度
報
告
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

紙
幅
の
都
合
で
後
半
部
分
の
み
を
掲
げ
る
が
、
省
略
部
分
の
内
容
は
以
下
の
一
〇

か
条
に
わ
た
る
（
史
料
中
の
傍
線
と
記
号
は
筆
者
）。
①
家
臣
団
の
武
芸
稽
古
に
不

出
精
の
状
況
、
②
③
④
家
臣
の
酒
食
・
贈
物
・
衣
服
の
状
況
、
⑤
家
臣
団
（
士
分
以

上
・
未
満
）
の
生
活
と
借
財
の
常
態
化
状
況
、
⑥
奢
侈
に
み
え
る
江
戸
詰
の
生
活
困

窮
状
況
と
家
中
不
和
、
⑦
忠
国
の
新
た
な
奥
方
が
寝
所
へ
未
だ
泊
ま
り
の
な
い
報

告
、
⑧
鳥
打
（
鷹
狩
）
の
様
子
、
⑨
川
越
藩
松
平
大
和
守
家
領
と
の
争
論
内
済
報

告
、
⑩
忠
国
が
御
曲
輪
に
二
度
入
っ
た
も
の
の
菩
提
所
で
あ
る
天
祥
寺
や
東
照
宮
へ

の
参
詣
が
未
だ
な
い
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
養
父
忠
国
が
安

政
三
～
六
年
の
う
ち
国
許
に
赴
い
て
い
た
期
間
の
様
子
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
、
御
政
事
向
一
向
御
世
話
無
御
座
候
故
、
何
事
も
先
行
成
之
御
様
子
ニ
而
御

政
事
不
相
立
、
内Ａ
匠
初
先
年
之
講
一
事
ゟ
自
然
権
威
相
落
、
当
時
執
政
故
表

向
者
相
立
居
候
得
共
、
衆
人
心
ニ
者
見
下
ヶ
居
候
間
、
猶
更
御
政
道
不
被
相

成〻行
、
勿
論
御
政
事
と
申
者
無
之
只
自
然
ニ
日
々
立
行
様
子
ニ
相
見
申
候
、
当
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時
志
馬
御
用
席
ニ
而
萬
事
取
扱
候
趣
ニ
御
座
候
事
、
同
人
義
性
質
才
知
も
御

座
候
得
共
私
意
強
ク
依
怙
之
取
扱
多
、
其
上
強
情
之
様
子
衆
人
帰
伏
不
仕
様

子
ニ
御
座
候
、
執
政
之
向
内
匠
初
大
抵
ハ
志
馬
次
第
之
様
子
承
り
申
候
、

一
、
御
勝
手
向
甚
六
ヶ
敷
当
暮
四
万
両
程
無
御
座
候
ハ
而
ハ
御
凌
道
不
被
為
出

来
御
様
子
ニ
付
、
大
坂
ニ
而
弐
万
両
、
忍
・
江
戸
ニ
而
壱
万
両
ツ
ヽ
御
借
入

之
御
積
之
由
ニ
御
座
候
、

一
、
両
御
勘
定
奉
行
未
新
役
故
何
も
先
者
被
申
儀
も
無
御
座
、
預
り
賄
賂
筋
無

御
座
候
趣
、
荒
木
村
公
事
一
件
元
来
差
而
六
ヶ
敷
義
ニ
も
無
之
処
、
隼
人
懸

り
ニ
而
最〻最
早〻初
ゟ
彼
是
に
て
差
縺
居
候
、
此
度
江
戸
表
ゟ
も
御
沙
汰
ニ
相
成
掛

り
清
十
郎
江
被
仰
付
候
所
早
速
落
着
ニ
相
成
候
趣
ニ
御
座
候
、
委
細
追
而
承

り
合
可
申
上
候
、

一
、
黒Ｂ
沢
八
左
衛
門
義
、
大
坂
取
扱
ニ
付
身
之
為
ニ
相
成
候
事
ニ
付
兎
角
大
坂

江
利
潤
之
付
候
様
ニ
取
扱
御
為
ニ
不
相
成
趣
ニ
御
座
候
、
勢
州
等
御
振
向
ニ

相
成
候
事
其
一
事
被
申
事
ニ
御
座
候
、
同
役
方
ニ
而
ハ
孰
れ
も
困
り
居
候
様

子
ニ
御
座
候
、

一
、
銃Ｃ
術
ハ
当
時
御
専
務
ニ
而
何
れ
不
遠
戦
争
ニ
可
相
成
時
節
ニ
至
り
候
間
、

御
打
捨
置
難
被
成
候
処
、
一
向
御
世
話
無
御
座
、
其
外
諸
芸
共
子
供
斗
少
々

致
し
諸
芸
場
共
無
人
ニ
御
座
候
、
只
御
家
中
之
者
共
終
日
手
を
空
敷
致
し
送

り
居
申
候
、
誠
ニ
難
敷
事
無
此
上
他
所
江
聞
へ
候
而
も
不
外
聞
成
事
ニ
御
座

候
、
他
日
戦
争
ニ
も
及
候
節
者
御
見
苦
敷
事
ハ
勿
論
如
何
之
御
移
ニ
成
行
候

事
哉
、
難
計
奉
存
候
、
右
者
御
不
取
締
故
之
義
与
乍
恐
奉
存
候
、
一
統
有
心

者
共
者
孰
も
歎
息
仕
居
候
、
当
時
有
之
御
振
合
ニ
付
、　　

若
殿
様
御
代
ヲ

相
待
候
ゟ
外
無
之
与
申
居
候
、
右
之
通
ニ
御
座
候
、
乍Ｄ
恐
御
謹
慎
専
一
ニ
而

御
学
問
御
学
務
と
奉
存
候
、
当
時
之
処
者
同
事
も
御
打
捨
被
置
、
御
寛
大
ニ

被
成
置
、
只
々
御
学
問
御
研
窮
被
遊
、
御
政
事
筋
御
見
込
被
立
置
候
様
被
仰

候
、
御
家
中
之
者
共
ニ
も
夫
々
料
簡
も
御
座
候
者
御
座
候
得
共
、
所
詮
御
用

ニ
不
相
成
存
居
候
間
、
孰
も
先
閉
口
仕
居
候
、
御
勝
手
御
取
直
之
儀
も
夫
々

存
寄
相
貯
居
候
事
ニ
付
、
上
之
御
代
ニ
相
成
候
得
者
夫
々
存
寄
可
申
上
与
奉

存
候
、
誠
当
時
御
用
席
ニ
人
物
無
御
座
候
、
是
ニ
ハ
恐
入
候
事
ニ
御
座
候
、

先
右
之
通
承
候
間
、
奉
達
御
聴
候
、
追
々
承
候
義
共
跡
ゟ
可
奉
申
上
候
時
々

相
認
候
間
、
前
後
仕
居
、
落
字
等
も
御
座
候
而
奉
恐
入
候
、
存
寄
之
儀
ハ
追

而
相
勘
可
被
申
上
候
、
兼
而
奉
申
上
置
候
通
、
謙
輔
初
少
も
御
咄
不
被
遊
候

様
奉
願
上
候
、

十
一
月
六
日

掲
出
部
冒
頭
の
忍
藩
の
政
事
向
に
お
い
て
、
当
時
用
人
の
立
場
に
あ
っ
た
山
田
志

馬
に
関
す
る
言
説
が
注
目
さ
れ
る
。
山
田
志
馬
は
奥
小
姓
、
物
頭
を
経
て
、
嘉
永
三

年
二
月
よ
り
町
奉
行
、
安
政
二
年
六
月
よ
り
小
姓
頭
、
安
政
三
年
九
月
よ
り
用
人
と

御
勝
手
方
・
在
中
幷
奥
向
懸
り
を
務
め
た
知
行
一
〇
〇
石
取
の
松
平
家
家
臣
で

あ
（
（2
（
る
。
父
権
左
衛
門
の
実
兄
に
は
当
時
松
平
家
の
家
老
に
列
し
た
山
田
此
面
が
お

り
、
家
中
に
お
い
て
政
務
に
携
わ
る
べ
き
一
族
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

傍
線
部
Ａ
に
よ
る
と
、
当
時
家
老
衆
は
先
年
の
「
講
一
事
」
以
降
、
衆
人
（
松
平

家
家
臣
）
か
ら
は
内
心
見
下
さ
れ
る
ほ
ど
権
威
が
失
墜
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
し

た
な
か
、
志
馬
の
政
事
向
に
携
わ
る
力
量
を
認
め
る
一
方
、
私
意
が
強
く
偏
っ
た
取

り
扱
い
が
多
く
、
そ
の
気
性
の
強
情
さ
、
我
の
強
さ
ゆ
え
、
大
抵
の
こ
と
は
志
馬
次

第
に
取
り
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
政
事
向
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

傍
線
部
Ｂ
で
は
、
厳
し
い
藩
財
政
の
状
況
を
述
べ
る
前
の
二
か
条
を
受
け
て
、
黒

澤
八
左
衛
門
（
翁
満
）
の
勤
め
方
を
批
判
し
て
い
る
。
黒
澤
家
は
主
君
松
平
家
の
初

代
忠
明
よ
り
仕
え
、
大
坂
の
陣
に
お
い
て
は
二
代
黒
澤
九
蔵
が
兄
何
右
衛
門
と
と
も

に
戦
功
を
あ
げ
た
由
緒
の
あ
る
臣
下
で
あ
る
。
九
代
に
あ
た
る
翁
満
は
寄
合
、
物

頭
、
旗
奉
行
を
歴
任
す
る
も
一
時
は
咎
の
た
め
寄
合
格
と
さ
れ
、
文
政
五
年
以
降
に

再
び
寄
合
、
物
頭
、
小
姓
頭
、
用
人
（
勝
手
方
在
中
懸
り
合
勝
手
元
〆
）
に
復
し
、

弘
化
二
年
二
月
か
ら
安
政
六
年
五
月
に
死
去
す
る
ま
で
大
坂
蔵
屋
敷
の
留
守
居
に
相
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当
す
る
と
み
ら
れ
る
大
坂
蔵
元
談
筋
懸
り
合
を
務
め
（
（2
（
た
。

批
判
の
内
容
は
、
当
時
翁
満
が
大
坂
蔵
屋
敷
で
政
務
に
あ
た
っ
た
こ
と
か
ら
、
自

身
の
た
め
大
坂
へ
利
潤
を
向
け
よ
う
と
す
る
取
り
扱
い
は
主
君
松
平
家
の
御
為
に
な

ら
な
い
。
こ
う
し
た
取
り
扱
い
は
困
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
翁
満
に
よ
る

前
述
の
取
扱
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
古
参
の
政
務
担
当
者
の
行

動
に
対
す
る
不
満
が
あ
る
程
度
家
中
に
お
い
て
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

傍
線
部
Ｃ
で
は
、
家
中
に
お
け
る
銃
術
（
西
洋
流
炮
術
ヵ
）
の
必
要
性
と
松
平
家

家
中
に
お
け
る
意
識
格
差
に
ふ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
諸
外
国
と
戦
争
に

な
る
事
態
に
備
え
て
、
銃
術
は
専
務
で
打
ち
捨
て
置
く
べ
き
で
は
な
い
武
芸
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
中
で
は
何
ら
積
極
的
な
導
入
の
施
策
が
と
ら
れ
て
い
な
い
ど

こ
ろ
か
、
他
の
武
芸
で
あ
っ
て
も
稽
古
に
励
ん
で
い
る
の
は
少
数
の
年
少
者
に
限
ら

れ
諸
芸
場
は
無
人
の
有
様
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
を
理
解
し
て
い

る
家
中
の
「
有
心
者
」
は
み
な
歎
息
す
る
と
と
も
に
、「
若
殿
様
御
代
ヲ
相
待
候
ゟ

外
無
之
与
申
居
候
」
と
述
べ
、
忠
矩
の
藩
主
就
任
待
望
論
と
も
い
う
べ
き
動
向
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
傍
線
部
Ｄ
「
乍
恐
御
謹
慎
専
一
ニ
而
」
の
文
言
は
、
松
平
家
内
に
お

い
て
忠
矩
が
当
時
謹
慎
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
安
政
五

年
七
月
五
日
、
い
わ
ゆ
る
安
政
の
大
獄
に
よ
っ
て
忠
矩
の
実
父
徳
川
斉
昭
に
は
永
蟄

居
の
処
分
が
下
る
。
忠
矩
は
翌
日
付
け
で
「
実
父
之
儀
」
に
と
も
な
う
自
ら
の
差
し

控
え
を
幕
府
へ
伺
う
も
、
差
し
控
え
に
は
及
ば
ず
と
付
札
で
返
答
を
受
け
（
（2
（
た
こ
と
は

先
行
研
究
で
も
述
べ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
忠
矩
の
忍
藩
上
屋
敷

に
お
け
る
当
時
の
境
遇
を
考
え
る
際
に
今
後
検
討
す
べ
き
動
向
と
考
え
ら
れ
る
。

④　

奥
向
・
文
通

養
子
と
し
て
松
平
家
へ
引
き
移
っ
て
来
た
忠
矩
に
と
っ
て
、
自
ら
の
身
辺
に
仕
え

る
奥
向
・
小
姓
・
近
習
を
め
ぐ
る
諸
記
録
は
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ

の
筆
写
件
数
の
多
さ
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
松
平
家
に
お
け
る
近
習
向
へ
の
用
事
の

申
し
付
け
方
や
勤
め
向
き
、
他
出
す
る
際
の
文
面
と
い
っ
た
先
例
の
把
握
か
ら
、
実

際
に
対
面
し
た
奥
向
の
女
中
や
家
臣
か
ら
の
差
出
に
至
る
ま
で
、
彼
の
行
動
論
理
を

裏
付
け
る
記
録
が
筆
写
さ
れ
て
い
る
。

忠
矩
が
交
わ
し
た
実
の
兄
弟
た
ち
と
の
多
く
の
往
復
書
簡
な
ど
も
、
奥
向
の
者
た

ち
の
な
か
に
、
彼
と
気
心
の
知
れ
た
信
頼
に
足
る
人
物
が
い
な
け
れ
ば
授
受
も
難
し

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
忠
矩
は
奥
向
に
対
し
て
留
意
す
る

面
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
忍
藩
上
屋
敷
の
奥
向
に
お
け
る
忠
矩
の
位
置
や

行
動
の
推
移
は
、
彼
の
離
縁
と
も
密
接
に
関
わ
る
事
柄
で
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
紙

幅
の
都
合
も
あ
り
留
保
す
（
（2
（

る
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
忠
矩
の
筆
写
記
録
は
一
見
多
岐
に
わ
た
る
も
の

の
、
そ
の
筆
写
の
目
的
は
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
第
一
は
、
彼
が
家
督
相

続
し
よ
う
と
す
る
松
平
家
お
よ
び
家
臣
団
の
家
筋
・
由
緒
と
実
態
の
把
握
で
あ
る
。

第
二
は
、
藩
内
の
政
事
向
に
お
け
る
具
体
的
な
課
題
（
政
務
担
当
者
層
の
権
威
失
墜

と
独
裁
、
財
政
、
家
臣
の
生
活
困
窮
、
武
芸
衰
退
、
銃
術
の
導
入
遅
滞
）
の
把
握
に

基
づ
く
施
策
考
案
で
あ
る
。
第
三
は
、
自
ら
が
身
を
置
く
江
戸
の
忍
藩
上
屋
敷
に
お

け
る
奥
向
の
先
例
・
秩
序
と
実
態
の
把
握
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
忍
藩
世
嗣
松
平
忠
矩
付
史
料
群
と
思
し
き
史
料
を
池
田
家
文
庫
か
ら
抽
出

す
る
こ
と
を
糸
口
と
し
て
、
大
名
の
養
嗣
子
付
史
料
群
の
形
成
過
程
の
検
討
を
試
み

た
。
最
後
に
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
点
を
ま
と
め
た
い
。

抽
出
し
た
史
料
群
は
個
々
に
松
平
忠
矩
の
手
元
へ
い
か
な
る
目
的
で
到
来
、
あ
る

い
は
筆
写
さ
れ
た
の
か
。
忠
矩
み
ず
か
ら
筆
写
し
編
ん
だ
「
忠
国
家
記
」
と
「〔
忍

藩
漫
録
〕」
の
前
述
の
三
つ
の
筆
写
理
由
を
ふ
ま
え
る
と
、
忍
藩
世
嗣
時
代
の
忠
矩

が
直
面
し
た
課
題
を
克
服
す
る
た
め
の
情
報
資
源
と
し
て
主
体
的
に
集
め
た
史
料
が

伝
来
す
る
傾
向
が
み
え
、
そ
れ
は
筆
写
史
料
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
る
。
も
ち
ろ
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ん
、
そ
の
中
に
は
松
平
下
総
守
家
の
血
統
や
由
緒
を
語
る
〝
世
嗣
と
し
て
目
を
通
し

て
お
く
べ
き
書
物
”
と
し
て
附
用
人
ら
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。

次
に
、
忠
矩
付
史
料
群
を
通
覧
し
た
結
果
、
松
平
忠
矩
（
池
田
茂
政
）
の
手
に
よ

る
忠
矩
付
史
料
群
の
整
理
の
可
能
性
も
新
た
に
浮
か
び
あ
が
る
。
本
稿
で
は
、
検
討

対
象
外
と
し
た
が
、 「
忠
国
家
記
」
や
「〔
忍
藩
漫
録
〕」
と
同
系
統
の
史
料
と
し
て

「
水
戸
藩
漫
録
」
が
伝
来
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
実
家
に
出
戻
っ
た
時
期
の
事
柄
が
一

冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、 

少
な
く
と
も
「〔
忍
藩
漫
録
〕」

と
「
水
戸
藩
漫
録
」
は
忠
矩
が
忍
藩
松
平
家
を
離
縁
と
な
り
、
実
家
の
水
戸
藩
を
経

て
、
岡
山
藩
池
田
家
へ
養
嗣
子
に
入
っ
た
後
に
、
忠
矩
が
手
許
に
あ
っ
た
史
料
を
整

理
す
る
段
階
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
筆
写
し
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、

忍
藩
世
嗣
時
代
か
ら
収
集
・
筆
写
し
て
い
た
史
料
を
、
岡
山
藩
時
代
（
下
限
は
明
治

期
ま
で
下
る
）
に
再
度
写
し
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
忠
矩
は
「〔
忍
藩
漫
録
〕」
や
「
水

戸
藩
漫
録
」
を
編
ん
だ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

岡
山
藩
時
代
の
筆
写
を
裏
付
け
る
根
拠
と
し
て
、「
忍
家
ゟ
水
府
家
江
帰
り
候
前

召
遣
候
近
習
姓
名
」（「〔
忍
藩
漫
録
〕」
№
23
）、「
忍
家
松
平
下
総
守
ゟ
水
戸
家
江
立

帰
り
候
以
前
従　

公
辺
被
仰
出
候
書
付
写
」（
同
№
26
）
と
い
っ
た
忍
藩
か
ら
離
縁

さ
れ
水
戸
藩
へ
出
戻
っ
た
事
実
を
顧
み
る
見
出
し
文
言
や
「
年
月
不
相
分
」「
年
月

日
不
分
明
」
と
い
っ
た
年
月
を
経
過
し
て
か
ら
筆
写
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
一
度
目

の
筆
写
年
代
の
忘
却
文
言
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
述
の
と
お
り
こ
れ
ら
の
見
出
し
や
注

記
は
忠
矩
（
池
田
茂
政
）
自
身
が
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
信
憑
性
も
高
い
。

こ
の
よ
う
に
、
忠
矩
（
池
田
茂
政
）
が
岡
山
藩
池
田
家
に
引
き
移
っ
た
後
、
忍
藩

世
嗣
時
代
と
水
戸
藩
出
戻
り
時
代
に
形
成
さ
れ
た
史
料
群
の
整
理
に
み
ず
か
ら
着
手

し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
他
の
筆
写
史
料
の
成
立
背
景
を
裏
付
け
る
可
能
性
も
新
た

に
生
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、
忍
藩
世
嗣
時
代
以
降
に
忠
矩
が
み
ず
か
ら
の
兄
弟
ら
と

交
わ
し
た
書
簡
を
筆
写
し
た
「
松
平
昭
休
往
復
書
翰
（
（2
（
留
」
の
成
立
経
緯
で
あ
る
。
こ

れ
ら
に
含
ま
れ
る
書
簡
の
う
ち
、
一
部
の
書
簡
は
未
だ
池
田
家
文
庫
に
原
本
が
含
ま

れ
る
も
の
も
あ
（
（3
（
る
。「
往
復
書
翰
留
」
の
筆
跡
は
「
忠
国
家
記
」
や
「〔
忍
藩
漫

録
〕」
と
も
一
致
し
、
忠
矩
（
池
田
茂
政
）
の
自
筆
写
本
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
今
後
、
忠
矩
（
池
田
茂
政
）
自
身
の
手
に
よ
る
史
料
群
の
整
理
・
筆
写
・
記
録

編
纂
の
動
向
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
松
平
忠
矩
付
史
料
群
の
存
在
は
、
一
時
の
縁
組
先
で
あ
っ
た
忍
藩
主

松
平
下
総
守
家
の
関
係
史
料
群
と
し
て
も
意
義
が
あ
る
。
松
平
家
の
伝
来
史
料
は
家

財
を
含
め
て
結
果
的
に
現
在
ほ
と
ん
ど
が
散
逸
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
が
、
池
田
家

文
庫
に
含
ま
れ
る
松
平
忠
矩
付
史
料
群
は
、
失
わ
れ
た
藩
政
史
料
を
部
分
的
に
補
い

復
元
し
得
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
養
嗣
子
付
史
料
群
の
形
成
・
伝
来
過

程
の
研
究
は
、
養
嗣
子
本
人
を
め
ぐ
る
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
実
家
や
縁
組
先
が
今
日
的
に
抱
え
て
い
る
史
料
的
制
約
を
克
服
し
得
る
学
術

資
源
と
し
て
の
価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
は
積
み
残
し
た
課
題
も
多
い
。
一
つ
は
忠
矩
の
水
戸
藩
出
戻

り
時
代
の
検
証
で
あ
る
。「
水
戸
藩
漫
録
」
を
同
藩
の
事
情
に
沿
っ
て
分
析
す
る
こ

と
で
、
岡
山
藩
池
田
家
へ
移
る
以
前
の
動
向
と
「
御
手
許
文
書
」
の
様
相
に
さ
ら
に

迫
り
う
る
余
地
が
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
近
現
代
に
お
け
る
松
平
忠
矩
付
史
料
群
を
は
じ
め
と
し
た
、
か
つ

て
彼
の
身
の
回
り
に
あ
っ
た
文
物
総
体
の
伝
来
過
程
の
解
明
で
あ
（
（3
（
る
。
具
体
的
に

は
、
ヒ
ト
が
文
書
だ
け
で
は
な
く
モ
ノ
（
器
物
）
も
一
緒
に
携
え
て
移
動
し
、
都
度

そ
れ
ら
を
管
理
・
整
理
し
て
い
た
と
い
う
視
（
（3
（
角
や
モ
ノ
（
器
物
）
の
所
持
が
孕
む
意

味
や
由
緒
の
存
（
（3
（
在
へ
の
一
層
の
目
配
り
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
視
角

に
着
目
す
る
こ
と
は
、
近
世
武
家
社
会
の
政
治
空
間
を
モ
ノ
（
器
物
）
と
文
書
を
通

し
て
広
く
一
般
に
普
及
す
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
を
展
開
す
る
際
に
有
効
な
手
法
に

な
る
と
見
通
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
と

し
、
ひ
と
ま
ず
小
稿
を
結
び
た
い
。
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註（
1
）　

笠
谷
和
比
古
「
近
世
武
家
文
書
の
存
立
構
造
」（『
近
世
武
家
文
書
の
研
究
』
法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
）。
こ
の
ほ
か
、
福
田
千
鶴
氏
は
笠
谷
氏
の
提
起
を
受

け
、
前
者
を
「
大
名
家
文
書
」、
後
者
を
「
藩
庁
文
書
」
と
呼
び
、
両
者
の
総
体
を

「
大
名
文
書
」
と
捉
え
る
視
角
を
提
示
し
て
い
る
（
福
田
千
鶴
「
近
世
領
主
文
書
の

伝
来
と
構
造
」『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
科
学　

下
巻
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。
笠

谷
・
福
田
両
氏
は
文
書
群
構
造
の
大
筋
の
理
解
の
う
え
で
は
見
解
を
一
に
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
笠
谷
氏
の
理
解
を
ふ
ま
え
て
行
論
す
る
こ
と
と

し
た
い
。

（
2
）　

主
要
な
成
果
と
し
て
、
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
研
究
―

近
世
に
お
け
る
文
書
管
理
と
保
存
―
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
編
『
幕
藩

政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
総
合
的
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
同
編
『
近
世

大
名
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
源
研
究
―
松
代
藩
・
真
田
家
を
め
ぐ
っ
て
―
』（
思
文
閣

出
版
、
二
〇
一
六
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
3
）　

藤
田
雅
子
「
土
佐
藩
山
内
家
文
書
の
伝
来
と
管
理
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編

『
幕
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
総
合
的
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
。

（
4
）　

近
世
に
お
け
る
家
史
編
纂
、
明
治
期
以
降
の
旧
藩
史
編
纂
の
動
向
の
な
か
で
、

「
藩
侯
の
文
書
」
は
「
藩
庁
の
文
書
」
へ
と
断
片
的
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
当

然
あ
っ
た
（
笠
谷
前
掲
書
）。

（
5
）　

な
お
、
か
つ
て
拙
稿
「
忍
藩
主
松
平
下
総
守
家
の
藩
政
と
家
意
識
―
房
総
沿
岸
・

品
川
台
場
防
備
と
の
関
連
か
ら
―
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
第
八
四
号
、
二
〇
一
九

年
）
で
は
「（
松
平
）
忠
矩
付
き
の
文
書
群
」
と
定
義
し
た
が
、
文
書
だ
け
で
は
な

く
記
録
や
書
籍
・
漢
籍
等
を
も
含
む
総
体
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
た
め
に

本
稿
で
は
「
松
平
忠
矩
付
史
料
群
」
と
改
め
て
定
義
し
直
し
た
。

（
6
）　
Ｊ
・
Ｗ
・
ホ
ー
ル
／
金
井
圓
訳
「
日
本
に
お
け
る
地
方
史
研
究
の
た
め
の
資
料
―

明
治
以
前
の
大
名
記
録
―
」（『
日
本
歴
史
』
第
一
七
八
号
、
一
九
六
三
年
）、
中
野

美
智
子
「
岡
山
藩
政
史
料
の
存
在
形
態
と
文
書
管
理
」（『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
第

五
号
、
一
九
九
三
年
）、
同
「
岡
山
藩
政
史
料
目
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
「
原
秩

序
」「
伝
来
秩
序
」
の
把
握
」（『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
第
一
三
号
、
二
〇
〇
三

年
）、
同
「
池
田
家
文
庫
岡
山
藩
政
史
料
の
構
造
把
握
を
め
ぐ
っ
て
」（『
吉
備
地
方

文
化
研
究
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
泉
正
人
「
岡
山
藩
「
公
儀
江
御
届
留
」

の
書
誌
的
考
察
―
幕
藩
権
力
編
成
考
察
の
基
礎
作
業
―
」（『
史
観
』
第
一
二
九
冊
、

一
九
九
三
年
）、
同
「
藩
庁
文
書
の
伝
来
秩
序
と
藩
職
制
―
岡
山
藩
大
坂
留
守
居
作

成
文
書
を
素
材
に
―
」（
岡
山
藩
研
究
会
編
『
藩
世
界
の
意
識
と
関
係
』
岩
田
書

院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
同
「
藩
世
界
の
三
極
構
造
―
岡
山
藩
を
素
材
に
―
」（『
歴
史

評
論
』
№
六
七
六
、
二
〇
〇
六
年
）、
別
府
信
吾
『
岡
山
藩
の
寺
社
と
史
料
』（
岩
田

書
院
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

（
7
）　

浅
利
尚
民
「
諸
什
器
取
調
表 

解
題
・
旧
岡
山
藩
関
係
資
料
・
調
度
品
の
近
代
に

お
け
る
変
遷
と
そ
の
復
元
―
「
諸
什
器
取
調
表
」
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」（『
林
原

美
術
館
紀
要
・
年
報
』
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
旧
岡
山
藩
主
池
田
家
の
近
代

に
お
け
る
文
化
財
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
」（『
林
原
美
術
館
紀
要
・
年
報
』
三
号
、

二
〇
〇
八
年
）、
同
「
明
治
期
の
池
田
家
に
お
け
る
御
相
談
人
会
の
役
割
と
系
譜
に

つ
い
て
」（『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
第
三
二
号
、
二
〇
二
二
年
）、
同
「
大
正
期
の

池
田
家
に
お
け
る
什
器
売
立
の
理
由
と
経
緯
に
つ
い
て
―
御
相
談
人
会
の
決
議
内
容

と
馬
越
恭
平
の
役
割
を
中
心
に
―
」（『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
第
三
三
号
、
二
〇
二

三
年
）、
同
「
大
正
期
の
池
田
家
に
お
け
る
売
り
立
て
の
実
態
と
宝
物
の
ゆ
く
え
」

（『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
第
三
四
号
、
二
〇
二
四
年
）
な
ど
。

（
8
）　

拙
稿
「
忍
藩
主
松
平
下
総
守
家
の
藩
政
と
家
意
識
（
副
題
省
略
）」
前
掲
註
（
5
）。

（
9
）　

松
平
忠
矩
の
離
縁
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
吉
田
常
吉
『
井
伊
直
弼
』（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）
以
来
、
安
政
の
大
獄
に
よ
る
政
治
的
な
影
響
を
受
け
て
離

縁
と
な
っ
た
と
叙
述
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
世
川
祐
多
氏
の
主
張
す
る

松
平
家
奥
向
内
部
の
問
題
に
起
因
し
た
「
病
」
に
よ
る
離
縁
説
が
妥
当
だ
と
考
え
る

（
世
川
祐
多
「
松
平
忠
矩
（
池
田
茂
政
）
の
忍
藩
松
平
下
総
守
家
離
縁
に
つ
い
て
」

関
東
近
世
史
研
究
会
七
月
度
月
例
会
報
告
レ
ジ
ュ
メ
、
二
〇
二
四
年
七
月
）。

（
10
）　
「
参
考
書
」（
岡
山
大
学
図
書
館
蔵
池
田
家
文
庫
Ｒ
五
―
三
四
―
二
）。
本
史
料
に

つ
い
は
、
中
野
美
智
子
氏
と
浅
利
尚
民
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
て
お
り
、
特
に
成
立

年
代
は
浅
利
氏
の
推
定
に
依
拠
し
た
。

（
11
）　

浅
利
尚
民
「
諸
什
器
取
調
表 

解
題
・
旧
岡
山
藩
関
係
資
料
・
調
度
品
の
近
代
に

お
け
る
変
遷
と
そ
の
復
元
（
副
題
省
略
）」
前
掲
註
（
7
）、
同
「
旧
岡
山
藩
主
池
田

家
の
近
代
に
お
け
る
文
化
財
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
」
前
掲
註
（
7
）。
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（
12
）　

近
代
・
現
代
に
至
る
史
料
の
伝
来
過
程
の
解
明
は
、
本
稿
で
は
留
保
す
る
。

（
13
）　

抽
出
に
あ
た
っ
て
は
、
松
平
忠
矩
の
自
筆
史
料
の
ほ
か
、
松
平
下
総
守
家
の
家
筋

や
由
緒
に
ま
つ
わ
る
史
料
を
中
心
に
家
臣
の
編
著
等
も
含
め
た
。

（
14
）　
「
忠
国
家
記
」
の
基
礎
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
忍
藩
主
松
平
下
総
守
家
の

藩
政
と
家
意
識
」
前
掲
註
（
5
）
で
考
察
し
た
内
容
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

（
15
）　
「
旧
忍
松
平
家
分
限
帳　

乾
・
坤
」（
行
田
市
郷
土
博
物
館
蔵
原
田
庄
左
衛
門
家
資

料
Ｃ
―
2
・
3
、『
行
田
市
史
資
料
編
近
世
2
別
冊
御
分
限
帳
』
二
〇
一
三
年
）。

（
16
）　

岡
山
大
学
図
書
館
蔵
池
田
家
文
庫
（
和
書
Ｐ
二
一
―
三
五
）。

（
17
）　

岡
山
大
学
図
書
館
蔵
池
田
家
文
庫
（
和
書
Ｐ
二
一
―
二
一
四
）。

（
18
）　

行
田
市
郷
土
博
物
館
蔵
奥
平
家
文
書
一
四
二
。
本
史
料
群
が
伝
来
し
た
の
は
、
奥

平
謙
輔
と
は
別
の
家
筋
に
あ
た
る
馬
廻
り
の
奥
平
十
郎
左
衛
門
家
で
あ
る
。

（
19
）　
「
侯
家
編
年
録
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
行
田
市
郷
土
博
物
館
編
『
忍
藩
士
の
文

化
』（
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
）　
「
松
平
下
総
守
家
忠
国
家
記
」（
和
書
Ｐ
二
八
―
一
三
三
）。
翻
刻
中
の
二
字
空
き

は
平
出
を
表
す
。

（
21
）　
『
水
戸
藩
史
料
上
編
巻
七
』
に
依
る
。
興
津
克
廣
は
興
津
蔵
人
良
恭
の
子
息
に
あ

た
る
。
人
物
比
定
に
あ
た
っ
て
は
、
村
上
瑞
木
、
武
子
裕
美
、
小
寺
瑛
広
各
氏
に
御

教
示
を
賜
っ
た
。
な
お
、
旧
稿
「
忍
藩
主
松
平
下
総
守
家
の
藩
政
と
家
意
識
」
前
掲

註
（
5
）
掲
出
の
同
史
料
で
は
興
津
能
登
守
を
奥
津
能
登
守
と
誤
読
し
て
お
り
、
本

稿
に
お
い
て
改
め
修
正
す
る
。

（
22
）　
「
武
州
忍
城
郭
之
図
」（
岡
山
大
学
図
書
館
蔵
池
田
家
文
庫
Ｔ
三
―
四
）。

（
23
）　
「
文
久
年
間
忍
城
之
地
図
」（
個
人
蔵
・
行
田
市
郷
土
博
物
館
寄
託
福
田
家
文
書
六

二
七
）、「
慶
応
二
年
忍
城
図
」（
行
田
市
郷
土
博
物
館
蔵
）。

（
24
）　
「
旧
忍
松
平
家
分
限
帳　

乾
・
坤
」
前
掲
註
（
15
）。

（
25
）　
「
従
先
祖
之
勤
書
」（
個
人
蔵
・
行
田
市
郷
土
博
物
館
寄
託
柴
田
家
文
書
）
山
田
志

馬
の
項
。

（
26
）　
「
従
先
祖
之
勤
書
」
前
掲
註
（
25
）、
黒
澤
轉
の
項
。

（
27
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
維
新
史
料 

井
伊
家
史
料 

七
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
八
五 

安
政
五
年
七
月
六
日　

忍
藩
世
嗣
松
平
忠
矩
伺
書

幕
府
宛
写
。

（
28
）　

松
平
忠
矩
の
奥
向
の
者
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
世
川
祐
多
「
松
平
忠
矩
（
池

田
茂
政
）
の
忍
藩
松
平
下
総
守
家
離
縁
に
つ
い
て
」
前
掲
註
（
8
）
が
現
状
の
研
究

水
準
を
示
す
成
果
で
あ
る
。

（
29
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
「
松
平
昭
休
往
復
書
翰
留
」（
架
番
号
四
三
四
四
―

一
）
十
四
冊
。
こ
の
ほ
か
、
日
本
史
籍
協
会
編
『
岡
山
池
田
家
文
書
一
・
二
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
二
〇
年
）
に
収
録
す
る
文
久
三
年
二
月
十
七
日
か
ら
明
治
元

年
十
二
月
九
日
ま
で
の
「
往
復
御
書
留
」（
岡
山
大
学
図
書
館
蔵
池
田
家
文
庫
Ｓ
一

―
一
～
一
二
）
も
ま
た
、
池
田
茂
政
に
よ
る
書
翰
の
筆
写
本
で
あ
る
。

（
30
）　
「
解
題
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
維
新
史
料 

類
纂
之
部 

松
平
昭
休

往
復
書
翰
留 

一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
四
年
）。

（
31
）　

伝
来
過
程
の
検
証
に
は
自
ず
と
松
平
忠
矩
（
池
田
茂
政
）
の
時
期
ご
と
の
居
所
の

検
証
が
必
要
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
留
保
す
る
。

（
32
）　

た
と
え
ば
、
三
宅
正
浩
「
書
評　

国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

の
研
究
』」（『
日
本
史
研
究
』
五
六
二
、
二
〇
〇
九
年
）
の
原
田
和
彦
論
文
に
対
す

る
叙
述
の
な
か
で
も
、「
近
代
の
文
書
整
理
が
道
具
類
の
整
理
の
一
環
で
あ
っ
た
こ

と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
成
果
と
し
て
、
原

田
和
彦
『
真
田
家
文
書
を
読
む
―
大
名
道
具
と
し
て
の
伝
来
文
書
―
』（
雄
山
閣
、

二
〇
二
五
年
）
が
あ
る
。

（
33
）　

岡
崎
寛
徳
「
家
督
相
続
・
改
易
・
再
興
と
什
物
の
相
伝
」（『
日
本
歴
史
』
第
六
七

〇
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
元
禄
期
那
須
家
の
再
興
と
什
物
の
返
還
」（『
近
世
武

家
社
会
の
儀
礼
と
交
際
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
一
般
共
同
研
究

「「
池
田
茂
政
関
係
史
料
群
」
の
形
成
過
程
の
解
明
と
研
究
資
源
化
」（
研
究
代
表
者
：
東
野

将
伸
）、「「
池
田
茂
政
関
係
史
料
群
」
お
よ
び
関
連
資
料
の
伝
来
過
程
の
解
明
と
学
術
資
源

化
」（
研
究
代
表
者
：
東
野
将
伸
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

史
料
調
査
に
あ
た
っ
て
は
岡
山
大
学
図
書
館
お
よ
び
林
原
美
術
館
の
皆
様
に
格
別
の
御

高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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表
1
　
池
田
家
文
庫
に
含
ま
れ
る
忍
藩
世
嗣
松
平
忠
矩
付
史
料
群

古
文
書
・
記
録函

架
番
号

名
称
　
＊
摘
要

形
態

員
数

印
章

下
小
口
の
付
箋

調
度
記

番
号
　

表
紙
添
付
分
類
札
の
記
載

1

Ｔ
3-

60

忍
城
内
略
図　
　

＊
40
・
2
㎝
×
81
・
6
㎝

継
紙

1
舗

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

地
理　

第
82
号　

1
冊

2

Ｔ
3-

63

忍
城
大
手
前
略
図　
　

＊
26
・
2
㎝
×
30
・
5
㎝

継
紙
／
表
紙（
書
題
箋
あ
り
）

1
舗

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

地
理　

第
136
号　

1
冊

3

Ｔ
3-

4

武
州
忍
城
郭
之
図　
　

＊
161
・
6
㎝
×
158
・
0
㎝

継
紙
／
表
紙（
書
題
箋
あ
り
）

1
舗

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

4

Ｃ
1-

171-

10

祭
甲
冑
神
文

1
通

5

Ｃ
3-

77

池
田
茂
政
御
隠
居
詮
政
家
督
相
続
願
書

3
通

6

Ｃ
3-

78

松
平
九
郎
麿
御
養
子
一
件

5
通

7

Ｃ
3-

80

松
平
九
郎
麿
家
督
御
礼
之
節
献
上
物
覚

15
通

8

Ｃ
4-

110

松
平
民
部
大
輔
様
御
叙
位
書
類

1
纏

9

Ｃ
4-

110-

1

松
平
忠
矩
任
侍
従
口
宣
案　

＊
嘉
永
3
年
12
月

16
日

1
通

10

Ｃ
4-

110-

2

松
平
忠
矩
叙
従
四
位
下
口
宣
案　

＊
嘉
永
3
年

9
月
12
日

1
通

11

Ｃ
4-

110-

3

松
平
民
部
大
輔　

上
卿　

広
幡
、
職
事　

柳
原

1
通

12

Ｃ
4-

110-

4

三
條
実
萬
書
状　

＊
3
月
23
日　

松
平
民
部
大

輔
宛

1
通

13

Ｃ
4-

110-

5

松
平
忠
矩
任
侍
従
宣
旨　

＊
嘉
永
3
年
12
月
16

日

1
通

14

Ｃ
4-

110-

6

松
平
忠
矩
叙
従
四
位
下
位
記　

＊
嘉
永
3
年
9

月
12
日

1
通

15

Ｃ
4-

110-

7

坊
城
俊
明
書
状　

＊
3
月
23
日　

松
平
民
部
大

輔
宛

1
通

16

Ｃ
4-

110-

8

忍
侍
従　

＊
上
卿　

三
條
、
職
事　

柳
原

1
通

17

Ｃ
8-

355

（
書
簡
）

1
巻

18

Ｃ
8-

363

（
書
簡
）

4
巻

19

Ｃ
9-

109

（
書
簡
）

1
巻

20

Ｓ
1-

1
～
12

往
復
御
書
留

12
冊
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21

Ｓ
1-

85

（
書
簡
）

1
纏

22

Ｓ
6-

728-

（
2
）

〔
忍
藩
漫
録
〕　

＊
松
平
忠
矩（
九
郎
麿
・
池
田
茂

政
）自
筆

変
形
の
竪
帳

1
冊

23

Ｓ
6-
728-
（
3
）

水
戸
藩
漫
録 

＊
松
平
忠
矩（
九
郎
麿
・
池
田
茂

政
）自
筆

変
形
の
竪
帳（
題
箋
「
秘
」）

1
冊

和
書

書
架

番
号

名
称
　
＊
摘
要

形
態

員
数

印
章

下
小
口
の
付
箋

調
度
記

番
号
　

表
紙
添
付
分
類
札
の
記
載

24

Ｐ　

0

15

〔
雑
著
〕
忠
国
朝
臣
長
歌
并
短
歌

竪
帳

1
綴

25

Ｐ　

3

15

忍
家
軍
法
規
則（
万
治
3
年
2
月
）

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

兵
書　

第
40
号　

2
冊

26

Ｐ　

3

16

忍
家
軍
法
規
則（
万
治
3
年
霜
月
）

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

兵
書　

第
40
号　

2
冊

27

Ｐ　

3

17

忍
家
備
立
図（
万
治
3
年
霜
月
）

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

兵
書　

第
41
号　

1
冊

28

Ｐ　

8

12

言
霊
の
し
る
べ　

上
編　

＊
黒
沢
翁
満
編

竪
帳（
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

歌
書　

第
190
号　

1
冊

29

Ｐ　

21

214

播
州
姫
路
諸
士
勤
書

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」
「
播
州
姫
路
諸
士
勤
書　

全
」

六
番

雑
書　

第
908
号　

1
冊

30

Ｐ　

21

34

忍
家
家
臣
住
口
家
法
記

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

兵
書　

第
42
号　

1
冊

31

Ｐ　

21

35

忍
家
家
臣
住
口
書
付 

一 

＊
安
政
五
戊
午
十
月
吉

日　

松
平
忠
矩
識

変
形
の
竪
帳（
外
題
墨
書
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」
「
忍
家
来
住
口
書
附　

全
」
五
番

雑
書　

第
744
号　

1
冊

32

Ｐ　

21

166

関
ヶ
原
始
末
記　

乾
坤　

＊
安
政
四
丁
巳
九
月
七

日
源
忠
矩
写
之

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

拾
三
番

雑
書　

第
915
号　

1
冊

33

Ｐ　

21

249

松
平
下
総
守
家
浅
草
御
蔵
火
消
被
仰
付
候
節
之
書

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」
「
松
平
下
総
守
家
浅
草
御

蔵
火
消
被
仰
［（
欠
損
）］」

拾
三
番

雑
書　

第
839
号　

1
冊

34

Ｐ　

28

24

奥
平
家
伝
記　

完

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」
「
奥
平
家
伝
記　

完
」

六
番

雑
書　

第
827
号　

1
冊

35

Ｐ　

28

133

松
平
下
総
守
忠
国
家
記

変
形
の
竪
帳（
外
題
墨
書
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

雑
書　

第
749
号　

1
冊

36

Ｐ　

28

135

松
宮
左
司
馬
定
俊
え
御
尋
之
書

無
準
御
掛
物
之
記

公
私
夜
話
漫
筆

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」
「
松
宮
左
司
馬
定
俊
江
御

尋
之
書　

無
準
御
掛
物
之

記　

公
私
夜
話
漫
筆　

全
」
六
番

雑
書　

第
893
号　

1
冊

37

291

36-

1

増
補
忍
名
所
図
会　

天　

＊
洞
季
香
斎
編
・
岩
﨑

長
容
増
補　

文
久
2
年
写

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

五
番

地
理　

第
66
号　

3
冊
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書
架

番
号

名
称
　
＊
摘
要

形
態

員
数

印
章

下
小
口
の
付
箋

調
度
記

番
号
　

表
紙
添
付
分
類
札
の
記
載

38

291

36-

2

増
補
忍
名
所
図
会　

地　

＊
洞
季
香
斎
編
・
岩
﨑

長
容
増
補　

文
久
2
年
写

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

五
番

地
理　

第
66
号　

3
冊

39

291

36-
3

増
補
忍
名
所
図
会　

人　

＊
洞
季
香
斎
編
・
岩
﨑

長
容
増
補　

文
久
2
年
写

竪
帳（
書
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

五
番

地
理　

第
66
号　

3
冊

40

815

1

言
霊
の
し
る
べ　

中
編　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

41

816

1

雅
言
用
文
章　

上　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
壁
龍
館
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

雑
書　

第
703
号　

2
冊

42

816

2

雅
言
用
文
章　

下　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
壁
龍
館
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

雑
書　

第
703
号　

2
冊

43

911
・
10

12

古
今
集
大
全　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

44

911
・
16

8-

1

葎
居
後
集　

巻
一　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」
「
葎
居
後
集　

三
冊
」

五
番

歌
書　

第
170
号　

3
冊

45

911
・
16

8-

2

葎
居
後
集　

巻
二　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

五
番

歌
書　

第
170
号　

3
冊

46

911
・
16

8-

3

葎
居
後
集　

巻
三　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

五
番

歌
書　

第
170
号　

3
冊

47

911
・
16

9-

1

葎
居
集　

上
巻　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」
「
む
く
ら
ゐ
集　

三
冊
」

六
番

歌
書　

第
169
号　

3
冊

48

911
・
16

9-

2

葎
居
集　

中
巻　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

歌
書　

第
169
号　

3
冊

49

911
・
16

9-

3

葎
居
集　

下
巻　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

歌
書　

第
169
号　

3
冊

50

911
・
16

10-

1

葎
居
前
集　

上　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

歌
書　

第
195
号　

3
冊

51

911
・
16

10-

2

葎
居
前
集　

中　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

歌
書　

第
195
号　

3
冊

52

911
・
16

10-

3

葎
居
前
集　

下　

＊
黒
澤
翁
満
編

竪
帳（
刷
題
箋
あ
り
）

1
冊

朱
印
「
源
忠
矩
印
」 

朱
印
「
本
池
田
家
蔵
書
」

六
番

歌
書　

第
195
号　

3
冊
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漢
籍

冊

函
　
号

名
称
　
＊
摘
要

形
態

員
数

印
章

下
小
口
の
付
箋

調
度
記

番
号
　

表
紙
添
付
分
類
札
の
記
載

53

20

史
88
Ａ

東
都
事
略　

一
～
二
十　

＊
芳
川
波
山
校
合　

弘

化
3
年
刊

竪
帳（
題
箋
あ
り
）

20
冊

54

20

史
88
Ｂ

東
都
事
略　

一
～
二
十　

＊
芳
川
波
山
校
合　

弘

化
3
年
刊

竪
帳（
題
箋
あ
り
）

20
冊

55

20

史
29

南
宋
書　

＊
芳
川
波
山
校
合　

弘
化
期
刊
行

竪
帳（
題
箋
あ
り
）

16
冊

〔
典
拠
〕
岡
山
大
学
図
書
館
蔵
池
田
家
文
庫
の
古
文
書
・
記
録
、
和
書
、
漢
籍
の
該
当
史
料
よ
り
作
成
。
空
欄
は
記
載
等
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
表
す
。
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表2　「松平下総守忠国家記」の内容細目
採録
順 発給年月日 文書種別＊内容 治世

1 寛政 5 年12月 直書＊家督相続後、政事筋は代々の通り取り捌くのでいずれも左様心得るべし 忠和
2 寛政 6 年正月28日 書付＊政事について心付けがあれば何事によらず書付を印封し小姓頭を通じて差し上げ

よ
忠和

3 寛政 6 年 2 月26日 直書＊家中・町在の者は政事筋や家中の行状等について存付があれば差し上げよ 忠和
4 寛政 6 年 3 月23日 書付＊目安箱へ書き入れる場合は、以後竪紙に認めて入れ置くべし 忠和
5 文化11年正月20日 書付＊近頃の目安箱書付は誹謗がましき物のみ多く、書付に姓名と印判を致すべし 忠翼
6 寛政 7 年10月21日 直書＊君主に仕える家臣は思想や利害をともにする朋党を結ぶことを慎むべし 忠和
7 寛政10年10月25日 直書＊旧習は改め難いものであり、朋党の儀は今後相互に穿鑿を遂げるべし 忠和
8 寛政11年 6 月23日 書付＊若輩は未だ学問・武芸稽古も自然と怠り、風儀惰弱であり、父兄も教諭すべし 忠和
9 寛政12年 6 月29日 直書＊当家減知も家中朋党に起因したことであり、くれぐれも旧習を改めるべし 忠和
10 文化10年 9 月 書付＊武芸諸稽古の長取を仰せ付け、上下屋敷での繰合稽古の世話を実施すべし 忠翼
11 文化10年 9 月20日 書付＊文武芸術稽古所の造営し、自発的な稽古実施をすべし 忠翼
12 文化12年12月 書付＊文武稽古、藩校取り広げ当時に比べ懈怠の様子、父兄子弟とも出精すべし 忠翼
13 寛政 8 年 9 月 3 日 直書＊学問は朱子学のみを用い修行すべし 忠和
14 寛政 6 年 2 月26日 直書＊武芸指南の面々については、武芸の第一を戦場に用立つものとべし 忠和
15 寛政 7 年 9 月20日 直書＊武芸御覧の世話を頼まれた面々は着座及び当番日であっても極力世話をすべし 忠和
16 享和 3 年閏正月 5 日 書付＊家中の軍学について今後は北条流に統一し心掛けるべし 忠翼
17 享和 3 年 3 月 8 日 書付＊今後軍学に入門する面々は勿論、これまで他流を学んだ者は北条流へ入門するべ

し
忠翼

18 享和 3 年 3 月26日 書付＊武芸のうち軍学と槍剣術は平日も手がけて稽古を心掛けるべし 忠翼
19 享和 3 年 4 月27日 書付＊武芸稽古怠らず、物入りの炮術等の稽古も能々心掛けるべし 忠翼
20 寛政 9 年 2 月20日 直書＊乗馬稽古は馬を鬮取りにて選び、稽古致すべし 忠和
21 享和 2 年 7 月 2 日 書付＊炮術稽古炮碌ならびに揚火等稽古は免状所持の者が許可を得た場合のみ実施すべ

し
忠翼

22 天保14年正月16日 書付＊炮術稽古は諸士をはじめ御切米取も、心掛けのない者は何流なりとも入門すべし 忠国
23 寛政 7 年 8 月10日 書付＊賭的は今後禁止し、台的もまた無用に致すべし 忠和
24 享和 3 年 5 月19日 書付＊台的稽古は禁止とし、今後賭物なく式一通り稽古すべし 忠翼
25 文化11年 3 月23日 書付＊台的の節礼式賭については、今後三月と九月両月に限り宥免とすべし 忠翼
26 文化11年10月14日 書付＊手跡の弟子内席書について、毎月一度宛稽古場懸り合へ世話の面々より差し出す

べし
忠翼

27 文化 2 年11月 3 日 書付＊家中学問修行のため平井直蔵を儒者として召し抱え、月次講書・会読・輪読等稽
古すべし

忠翼

28 寛政12年 6 月 書付＊従前の法度は箇条多く紛らわしいので、新たに発布の十五か条当家諸法度を遵守
すべし

忠和

29 寛政12年 6 月 書付＊公義・御家・上々様方の実名の文字や同様の唱えは文字が違っても男女共に改め
るべし

忠和

30 文化元年 5 月 9 日 演達＊公義・御代々様諱の下の文字は名乗や仮名での使用は苦しからず 忠翼
31 嘉永元年10月 書付＊御家・御代々様諱の下の文字は名乗や仮名であっても使用しないこと 忠国
32 寛政10年 6 月15日 書付＊御名総の字は惣の字と同字につき惣の字の名も改めるべし 忠和
33 寛政12年 6 月 書付＊持鎗ニ似通った鞘は用いないこと 忠和
34 寛政12年 9 月 書付＊痛所があり杖を用いるのは年齢の別なく御屋敷内外共苦しからず 忠和
35 寛政12年 9 月22日 書付＊御目見以上以下御切米取は、下乗内で杖を使用しないこと 忠和
36 寛政12年 6 月 書付＊蓑箱は御家老、対箱は御番頭以上、長柄傘は御小姓頭以上等、外出時等の規定を

守るべし
忠和

37 嘉永 3 年 4 月10日 書付＊五月幟の節、諸士鑓持五本、御右筆以下末々までは三本に限ること 忠国
38 文化 7 年 2 月 5 日 書付＊御紋附の御品は、拝領の当人と末子・末孫まで着用苦しからず 忠翼
39 文政 2 年 2 月 5 日 書付＊拝領の御紋服、今後は家督相続の者は子孫に限らず着用苦しからず 忠翼
40 寛政12年 6 月 書付＊婦人拝領の御品は、娘・娶・孫の着用苦しからず 忠和
41 文化13年 5 月 7 日 書付＊子弟拝領の御品は、他家相続の節に子孫へ譲ること苦しからず 忠翼
42 寛政12年 6 月 書付＊母の縁を受ける者、母拝領の御紋服、子孫・男女の別なく譲ること苦しからず 忠和
43 寛政12年 6 月18日 書付＊旗奉行以下、羅紗の火事羽織当時持来は着用苦しからず 忠和
44 文化 6 年正月16日 書付＊火事羽織、役場中で緋・白のほか着用してもよい 忠翼
45 文化 6 年 6 月 書付＊桜田組御防中に使用の火事羽織、所持の分は着古しても苦しからず 忠翼
46 文化13年 7 月 8 日 書付＊桜田組御防中に使用の火事羽織、子孫へ譲ること苦しからず 忠翼
47 寛政12年 6 月 書付＊夏の火事羽織は一統使用しないこと 忠和
48 寛政10年 6 月 書付＊饗応膳、嫁娵之定、馬具之御免の規定を遵守すべし 忠和
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採録
順 発給年月日 文書種別＊内容 治世

49 享和元年 3 月晦日 書付＊馬具、尾狭結立聞類不重立品は惶々緋の使用苦しからず 忠和
50 寛政 8 年12月 7 日 書付＊在所地廻り鎗為持候儀是迄一統ニ者不相成候処、向後者右御定被相改御文好迄鎗

為持候儀不苦候事
忠和

51 寛政10年 6 月 9 日 書付＊拝領品御巻物類ならびに御反物類三十日以内に書き出し申すべし 忠和
52 文化 3 年 9 月16日～

文化 6 年12月22日
書付＊上々様より拝領の御反物親子兄弟聟舅まで着用苦しからず 忠翼

53 文化 7 年 2 月 6 日 書付＊御紋付拝領の御品、他家相続の親子兄弟ならびに聟舅へ譲る場合、訳を書き出す
べし

忠翼

54 寛政 8 年 2 月晦日 書付＊御当地諸仲間詰合御人少につき、今後格合に拘わらず助勤等仰せ付けの旨、心得
申すべし

忠和

55 寛政10年 7 月朔日 書付＊唱え珍しき名はこれまで家にある場合でも改名しないこと 忠和
56 寛政11年 4 月29日 書付＊諸士道中具足持たせ、時宜により省略は心次第とすべし 忠和
57 寛政 5 年正月19日 書付＊異国船漂流の節手当ならびに役名書き上げ 忠和
58 寛政 5 年 2 月17日 書付＊異国船漂流の節差出の役名、宝永年中に福山御領地にて石州銀山悪党の節の軍役 忠和
59 宝永 3 年正月22日 書付＊家中の兜の前立、今後は釘貫紋に致すべき旨等、武備規定 忠雅
60 寛政 5 年 2 月 書付＊四半釘貫紋、寸法につき差図 忠和
61 延享 3 年12月21日 書付＊火事羽織の合印は釘貫紋にて白唐木綿金巾、または晒木綿にて拵えるべし 忠刻
62 文化 7 年 6 月15日 書付＊家中鎗印御改正につき、今後は各自分にて印付け置くべし 忠翼
63 寛政 6 年正月12日 書付＊出火変事の節、危うき場合は御前辺りへも帯刀にても苦しからず 忠和
64 寛政10年閏 7 月 書付＊御跡乗御刀番・目付・大小姓の面々供の節、羅紗の合羽貸し出しのこと 忠和
65 寛政 9 年 8 月23日 書付＊出火の節、御目付御役目印、今後は紛らわしき品を使用しないこと 忠和
66 寛政 8 年 8 月28日 書付＊武器風入の節、小姓頭以上は拝見を願えば一度は拝見することができる 忠和
67 寛政12年 6 月23日 書付＊番頭・馬廻役、何番の相番と中古より唱え来るが、今後馬廻は何番組と呼称すべ

し
忠和

採録
順 年月日 見出し（松平忠矩筆） 治世

68 安政 3 年 8 月写 附奥平謙輔ゟ差出し候収納其外之書面左之通 忠国
69 安政 4 年 8 月写 附奥平謙輔ゟ三屋敷之人数高差出シ候書付左之通 忠国
70 役名席順之覚、但役料役金之覚 忠国
71 安政 6 年 8 月写 役順書 忠国
72 安政 4 年中調 異国船渡来之節出張心懸、但年番持ニて年々性名者相変候得とも人数高者相変シ不申

候、役々ニ寄り手当金員数不同ニ付相不記、異国船渡来有之中屋敷江養父被詰候節出張
心掛

忠国

73 安政 4 年中調 異国船渡来有之御台場江人数相詰候節出張心掛幷御台場御据筒打前有之候節出張 忠国
74 嘉永 7 年正月調 異国船渡来、萬一早板木之節養父登　城之節屋敷内ニ手当之控 忠国
75 嘉永 7 年正月調 異国船渡来、萬一早板木之節拙者登　城之節屋敷内ニ手当之控 忠国
76 嘉永年中調 家中人数高左之通り、年々少々相違有之候得とも大凡之所を為見記置也 忠国
77 安政五年江戸定詰人数高左之通り、安政二卯年之大地震ニ而其後長屋取立候節道幅広ク

取り候故、依而長屋も減少致候間、定詰人数も減少ニ相成候事ニ者可有之候得とも、先
大凡之処を為見記置

忠国

78 安政年中三屋敷目見以下帯刀之者役名人数高左之通、但し七年詰之向中屋敷ニ者有之候
得者時ニ寄り少々ツヽ之相違者可有之候得共、大凡之処を為見記也

忠国

79 嘉永年中家来共先祖住口書付家老共ゟ差出シ候間、依而認置 忠国
80 天保 7 年12月23日 従　公辺被仰出候御書付之写（松平下総守宛） 忠国
81 嘉永 2 年12月23日 従　公辺被仰出候御書付之写（松平下総守宛） 忠国
82 忍家年始勤先左之通 忠国
83 安政 3 年10月 荒木村百姓吉五郎倅伴次郎安政三辰年堀田備中守江駕訴致候書面之写 忠国
84 11月晦日 将軍　宣下之節忍家ニ而家中江相触候写 忠国
85 忍家近習向江用事申付候ヶ条之覚書幷近習之面々日々相勤候品々 忠国
86 10月13日 忍家他出之節小姓共下屋敷又者中屋敷之仲間江申遣シ候文面大略左之通 忠国
87 同家在府在城近習人割左之通 忠国
88 2 月21日夜 荒木村一件書面左之通り 忠国
89 嘉永 6 年 9 月20日 忠国下総守家中江申聞候書付 忠国
90 嘉永 6 年 9 月20日 忠国下総守家督中家老共ゟ家中江申聞候書付 忠国

〔典拠〕�「松平下総守忠国家記」（岡山大学図書館蔵池田家文庫P28-133）より作成。拙稿「忍藩主松平下総守家の藩政と家意識」掲載の表2-2
を補訂。
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表
3
　「〔
忍
藩
漫
録
〕」
の
内
容
細
目

収
録
順

年
月
日

見
出
し

筆
写
理
由
の
注
記

1

8
月
29
日

忠
国
松
平
下
総
守
家
中
江
申
聞
候
書
付

2

大
坂
天
満
ニ
而
忍
家
一
手
持　

東
照
宮
御
宮
修
復
入
用
と
し
て
拝
借
の
拝
借
金
貸
付

3

（
嘉
永
4
年
）正
月
21
日

忠
国
下
総
守
家
中
江
申
聞
候
書
面
左
之
通

4

忍
家
松
平
下
総
守
安
政
二
卯
年
中
借
財
取
調
書
之
控

5

江
戸
詰
勤
番
宛
行
左
之
通

6

（
不
分
明
ニ
ハ
候
得
共
）房
州
大
房
北
条
詰
人
数
左
之
通

7

安
政
2
年
11
月
8
日

忍
城
下
内
行
田
幷
三
荒
井
坪
数
取
調
左
之
通

前
文
三
荒
井
坪
数
取
調
致
さ
せ
候
趣
意
ハ
、
三
荒
井
者
城
下
之
中
央
故
便
利
之
場
所
ニ
有

之
候
得
者
、
学
校
演
武
所
な
ど
取
建
可
然
と
考
候
処
ゟ
取
調
致
さ
せ
候
事

8

忍
家
ニ
而
嫡
子
任
官
又
ハ
溜
詰
格
且
本
席
等
ニ
相
成
候
節
、
在
町
之
者
共
ゟ
嫡
子
之
慶
事

ニ
付
而
嫡
子
之
親
父
江
金
を
献
ス
、
右
之
員
数
左
ニ
記
ス

町
在
御
肴
差
上
候
者
江
御
酒
被
下
御
入
用
之
分
是
迄
差
上
候
内
ゟ
相
願
御
下
ヶ
ニ
相
成
候

儀
も
有
之
候
処
、
一
体
表
御
払
相
当
之
儀
ニ
付
、
最
早
相
願
不
申
、
仍
而
但
書
之
通
相
認

置
候
旨
申
出
候
、
此
段
及
付
札
候

9

忠
国
下
総
守
諸
士
江
申
聞
候
書
付

10

嘉
永
5
年

北
条
詰
人
別

11

異
国
船
之
渡
来
萬
々
一
兵
端
相
開
ヶ
候
節
心
積
左
之
通
尤
忍
家
内
證
之
分

12

忍
家
ニ
某
罷
在
候
時
分
精
進

13

年
月
不
相
分

忍
城
下
出
火
之
書
付

14

年
月
日
不
分
明

公
辺
御
渡
し
ニ
相
成
候
船
幷
附
属
之
品
左
之
通

15

安
政
未
年
従　

公
辺
御
渡
し
ニ
相
成
候
御
船
幷
附
属
之
品
書
付

16

年
数
不
相
分　

7
月
2
日

井
伊
兵
部
少
輔
病
気
之
処
養
生
不
相
叶
・
・
・

但
忠
国
下
総
守
父
忠
翼
下
総
守
之
兄
弟
ニ
而
忠
堯
下
総
守
ハ
忠
翼
之
嫡
子
忠
国
ハ
御
弟
四

男
ニ
而
忠
彦
下
総
守
嫡
子
無
ニ
付
順
養
子
ニ
成
ル
故
貞
亮
兵
部
少
輔
ハ
忠
国
忠
堯
忠
彦
之

叔
父
也

17

松
平
下
総
守
家
ニ
而
国
元
ゟ
江
戸
表
着
座
之
次
第

但
当
時
御
断
中
ニ
付
多
分
御
附
使
者
有
之
間
敷
候
へ
共
、
大
蔵
少
輔
様
ゟ
御
差
出
可
被
成

候
、
奉
存
候

18

養
父
下
総
守
忠
国
在
国
中
近
習
人
割
左
之
通

19

養
父
出
生
之
女
子
死
去
之
節
遠
慮
取
調
書

20

10
月

養
父
昇
進
之
義　

公
辺
江
相
願
候
願
書
写
控

東京大学史料編纂所研究紀要　第36号　2026年 3 月　（ 75 ） 

近世大名の養嗣子付史料群の形成過程（澤村）



収
録
順

年
月
日

見
出
し

筆
写
理
由
の
注
記

21

昇
進
歎
願
之
書
面
写
控　

尤
実
父
ゟ
老
中
江
声
掛
り
頼
候
書
付

前
文
昇
進
之
書
面
実
父
水
戸
中
納
言
斉
昭
卿
一
覧
し
給
ひ
防
禦
之
一
助
と
思
ひ
給
ひ
而
老

中
正
弘
伊
勢
守
阿
部
氏
江
御
書
状
興
津
能
登
守
遣
セ
し
処
其
年
ニ
昇
進
ニ
相
成
ル

22

再
度
歎
願
之
書
付
写
控　

尤
実
父
江
差
出
候
控

23

忍
家
ゟ
水
府
家
江
帰
り
候
前
召
遣
候
近
習
姓
名
左
ニ
記

24

7
月
朔
日

忍
家
ニ
而
小
姓
頭
以
上
江
内
々
肴
菓
子
之
頼
遣
候
節
奥
小
姓
ゟ
文
通
致
候
節
先
方
ゟ
返
事

左
之
通

25

4
月
10
日

忍
家
ニ
而
山
本
流
居
合
致
候
者
之
名
面
、
姓
名
を
し
ら
ん
が
た
め
ニ
記
置

26

11
月
23
日

忍
家
松
平
下
総
守
ゟ
水
戸
家
江
立
帰
り
候
以
前
従　

公
辺
被
仰
出
候
書
付
写

27

（
病
気
に
つ
き
松
平
民
部
大
輔
溜
詰
御
免
申
渡
し
）

28

忍
家
松
平
下
総
守
上
屋
敷
下
屋
敷
幷
勤
番
と
も
打
込
姓
名
後
世
名
面
幷
江
戸
詰
人
数
之
大

凡
を
し
ら
ん
が
た
め
ニ
記
置

29

小
石
川
ゟ
忍
家
松
平
下
総
守
方
江
引
移
候
節
奥
向
規
式
左
之
通

30

水
府
家
ゟ
忍
家
松
平
下
総
守
方
江
引
移
前
近
習
向
江
重
役
ゟ
申
聞
候
書
付
之
写
控
置

31

忍
家
松
平
下
総
守
奥
向
女
中
名
面
家
来
共
ゟ
差
出
候
儘
を
記
置

32

嘉
永
6
年
8
月
14
日

忍
家
松
平
下
総
守
奥
向
締
り
書
付
家
来
共
ゟ
差
出
候
儘
ニ
記
置

33

嘉
永
5
年
7
月
調

奥
幷
御
口
外
諸
御
定
抜
書

34

忍
家
ニ
而
使
者
番
相
勤
候
家
此
帳
面

寛
永
年
中
ゟ
嘉
永
七
戌
年
迄
相
勤
候
名
面

35

忍
家
松
平
下
総
守
家
来
役
名
幷
役
順
役
料
左
之
通

但
シ
別
帳
ニ
認
有
之
候
得
共
役
料
少
々
之
違
ひ
有
之
候
間
、
猶
又
記
置

36

4
月
27
日

小
姓
頭
共
江
留
守
居
ゟ
之
文
通
如
左
、
尤
文
通
之
大
略
ヲ
為
見
ニ
記
置

但
鋭
君
者
広
幡
家
之
女
ニ
而
水
戸
慶
篤
之
室
と
な
り
し
也

37

嘉
永
7
年
6
月

忍
家
松
平
下
総
守
方
ニ
而
房
州
御
備
場
御
免
内
海
三
之
台
場
御
預
ヶ
被
仰
付
候
節
、
旧
領

ゟ
御
戻
し
被
成
下
候
節
之
郷
村
高
帳
左
之
通

本
書
ニ
ハ
高
橋
平
作
之
名
前
之
上
ニ
年
号
月
と
も
認
有
候

38

文
化
6
年
12
月

忍
家
松
平
下
総
守
諷
初
之
式
左
之
通　

但
帳
面
表
題
左
之
通
認
有
之

39

未
ノ
年
御
本
丸
御
焼
失
後
御
達
シ
有
之
公
辺
江

40

松
平
下
総
守
家
ニ
而
年
始
祝
詞
家
来
共
之
礼
ヲ
受
候
次
第
書

41

忠
国
松
平
下
総
守
家
中
江
申
聞
候
書
付

42

忍
家
松
平
下
総
守
方
ニ
而
上
屋
敷
焼
失
後
家
中
下
谷
三
味
線
堀
仮
小
屋
ニ
住
居
姓
名
、
尤

下
屋
敷
也
、
尤
姓
名
を
為
知
也
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収
録
順

年
月
日

見
出
し

筆
写
理
由
の
注
記

43

此
書
面
者
忠
矩
忍
表
之
義
を
深
ク
心
配
セ
し
故
医
者
清
水
玄
策
と
言
ふ
ニ
密
ニ
申
聞
を
り

〳
〵
書
通
致
さ
セ
し
一
書
也

志
馬
ハ
山
田
志
馬
勝
手
方
用
人
黒
沢
八
左
衛
門
も
同
断
、
奥
平
謙
輔
ハ
小
姓
頭
在
江
戸
ニ

而
予
カ
伝
役
也
、
志
馬
ハ
兄
弟

44

大
雨
ニ
付
忍
表
損
之
所
書
付

45

閣
老
阿
部
伊
勢
守
正
弘
江
松
平
相
模
守
慶
徳
松
平
大
和
守
罷
越
シ
候
上
ニ
て
面
会
い
た
し

候
書
取
草
稿
之
写

46

（
忍
松
平
下
総
守
伺
書
）

47

因
州
松
平
相
模
守
伺
書

48

川
越
松
平
大
和
守
伺
書

49

品
川
五
六
御
台
場
御
警
衛
ニ
付
伺
書

50

6
月
6
日

阿
部
勢
州
江
大
和
守
相
模
守
同
伴
罷
越
差
出
候
書
面
之
控
写

51

11
月

因
州
江
文
通
草
稿

52

安
政
4
年
12
月
晦
日

忍
家
ニ
罷
在
候
節
某
愚
考
之
書
附（
安
政
四
丁
巳
年
十
二
月
晦
日
認
年
寄
共
江
為
見
候
処

存
念
無
之
処
附
之
用
人
奥
平
謙
輔
ゟ
申
出
ル
）

但
奥
平
謙
輔
江
見
セ
候
草
稿
ニ
而
、
其
後
認
直
し
年
寄
共
江
見
セ
候
也
、
丹
後
守
ハ
土
岐

丹
後
守
大
目
付
ニ
而
外
国
掛
り
、
民
部
少
輔
ハ
鵜
殿
民
部
少
輔
御
目
付
ニ
而
外
国
掛
り

53

三
御
屋
敷
御
人
数
御
備
立
陰
陽
之
備
江
増
之
積
り
左
之
通

54

嘉
永
7
年

嘉
永
七
年
小
姓
頭
奥
平
謙
輔
軍
事
方
佐
藤
与
三
右
衛
門
相
談
江
戸
詰
人
数
備
立
諸
道
具
積

書

55

上
屋
敷
人
数
取
調

56

水
戸
家
忍
家
役
名
照
シ
合
セ

〔
典
拠
〕「〔
忍
藩
漫
録
〕」（
岡
山
大
学
図
書
館
蔵
池
田
家
文
庫
Ｓ
6-

728-

（
2
））よ
り
作
成
。
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